
は
じ
め
に

本
稿
は
、
戦
国
時
代
の
香
取
内
海
世
界
を
地
域
史
の
方
法
と
し
て
の
香
取
内

海
論
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
香
取
内
海
に

つ
い
て
は
室
町
時
代
の
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
の
「
海
夫
注
文
」
に
よ
っ
て

想
定
さ
れ
る
海
夫
（
海
民
）
の
地
域
世
界
が
あ
り
、
近
世
に
は
「
霞
ヶ
浦
四
十

八
津
」・「
北
浦
四
十
四
津
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
個
別
化
さ
れ
た
香
取
内

海
内
の
湖
沼
や
河
川
流
域
に
海
民
（
川
の
民
）
に
よ
る
自
治
組
織
が
顕
在
化
す

る
の
で
あ
っ
た
。

す
で
に
、
室
町
・
戦
国
時
代
の
当
該
地
域
の
地
域
史
研
究
と
し
て
は
、
佐
藤

博
信
「
常
総
地
域
史
の
展
開
と
構
造
」
が
こ
の
地
域
を
「
常
総
地
域
圏
」
と
名

付
け
て
、
南
常
陸
と
東
下
総
の
政
治
的
な
一
体
性
と
関
東
足
利
氏
と
の
緊
密
な

関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
横
田
光
雄
は
下
総
国
側
の
小
見
川
と
そ
こ
に
所

在
し
た
禅
宗
寺
院
の
種
徳
寺
に
注
目
し
つ
つ
、
戦
国
時
代
の
常
総
間
の
内
海
沿

岸
地
域
の
流
通
＝
経
済
活
動
と
宗
教
に
つ
い
て
総
括
的
に
論
じ
て
い
る
。
屋
上

屋
を
架
す
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
、
香
取
内
海
を
戦
国
時
代
史
の
な
か

に
位
置
付
け
つ
つ
、
可
能
な
限
り
海
夫
（
海
民
）
に
視
点
を
お
き
つ
つ
関
係
史

料
を
再
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

具
体
的
に
は
、
戦
国
時
代
の
海
上
千
葉
氏
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果

に
学
び
つ
つ
、
海
上
千
葉
氏
の
領
国
の
中
核
に
香
取
内
海
下
流
域
を
位
置
付
け

る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
海
上
千
葉
氏
に
よ
る
領
国
支
配
の
要
は
海
夫
の
支
配
に

あ
っ
た
と
の
仮
説
に
立
ち
、
そ
れ
を
検
証
し
た
い
。

も
と
も
と
「
海う

な
か
み上
」
と
は
、
香
取
内
海
の
一
部
を
意
味
す
る
地
名
で
あ
り
、

豪
族
名
で
あ
っ
た
。『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
条
に
よ
れ
ば
、
鹿
島
神
宮
の

神
郡
と
し
て
の
常
陸
国
鹿
島
郡
は
、
大
化
五
年
（
六
四
九
）
に
、
下
総
国
の
海

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

海
上
千
葉
氏
と
香
取
内
海

　
　
　
　
― 

内
海
を
め
ぐ
る
戦
国
争
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兼
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重
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衡
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幹
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親
常上海

高
常氏海

〇

宗
胤⑦

⑧

胤
氏⑨

胤
満⑩

胤
兼⑪

⑫

⑬

胤
重
）
場
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（
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胤
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⑯
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胤
昌⑱

胤
利⑲
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幹

宗
常氏海

）
郎
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片
（晴
常

永
常

常
重上海

胤
常
①
介
葉
千

正
胤②

③

④

⑤

⑥

胤
宗

頼
胤東

方
胤上海

胤
憲上海

守
城
山
上
海

子
女

胤
邦㉒

子
女

胤
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）
加
馬
（

※

富
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子
女
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氏
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重
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富
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※

㉑
胤
親⑳

図 1　海上千葉氏略系図
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△

舟木△

△

南
小

△

宿
新

部
田
△

荘
東

荘
内
木荘

戸
大

高田

△

川上

△
●

富田

△

井
野
米

中島城

堀の内

矢作城

浮島

佐倉城
臼井城

荘
崎
三

須賀
横根

荘
山
森

小田城

△津賀

● 海夫注文に載る津
◎ 霞ヶ浦四十八津津頭
〇 北浦四十四ヶ津津頭
△ 海上千葉氏の関連地名

図 2　香取内海の地域世界
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海上千葉氏と香取内海



上
国
造
の
部
内
軽
野
以
南
の
一
里
（
郷
）
と
常
陸
国
の
那
賀
国
造
の
部
内
寒
目

以
北
の
五
里
（
郷
）
を
別
け
て
建
郡
さ
れ
た
と
い
う
。
現
在
の
利
根
川
を
跨
い

で
常
陸
国
鹿
島
郡
の
軽
野
以
南
は
海
上
国
造
の
部
内
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
海

上
国
造
の
部
内
の
中
心
は
香
取
内
海
の
下
流
域
の
、
文
字
通
り
「
海
上
」
に

あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
古
代
の
諸
史
料
に
は
、
海
上
国
造

他お
さ
だ
の
ひ
ま
つ
り
べ

田
日
奉
部
が
下
総
国
海
上
郡
大
領
な
ど
と
み
え
る
が
、
中
世
史
料
で
の
海
上

氏
は
千
葉
氏
一
族
が
占
め
る
よ
う
に
な
る
。

さ
て
図
1
の
「
海
上
千
葉
氏
略
系
図
」
に
、
千
葉
氏
の
惣
領
＝
千
葉
介
の
系

譜
と
海
上
氏
の
関
係
を
示
し
た
が
、
本
稿
で
具
体
的
に
検
討
す
る
の
は
二
一
代

千
葉
介
の
千
葉
胤
富
で
あ
る
。
胤
富
は
、
十
六
世
紀
中
頃
の
人
物
で
千
葉
介
昌

胤
の
三
男
で
あ
り
、
千
葉
氏
一
族
の
「
海
上
山
城
守
」
の
娘
に
婿
入
り
し
た
が
、

兄
の
利
胤
の
跡
を
継
い
だ
弟
親
胤
の
死
去
に
よ
っ
て
、
海
上
氏
と
し
て
香
取
内

海
下
流
域
を
含
む
下
総
国
海
上
郡
周
辺
を
権
力
基
盤
と
し
た
ま
ま
千
葉
介
の
地

位
を
継
承
し
、
下
総
千
葉
氏
の
本
城
佐
倉
城
（
現
在
の
本
佐
倉
城
跡
。
佐
倉
市
・
酒
々

井
町
）
の
城
主
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
千
葉
胤
富
に
関
わ
る
史
料
に
は
、
滝
川
恒
昭
に
よ
っ
て
戦
国
時
代
の
房

総
の
流
通
商
人
史
料
と
し
て
再
評
価
さ
れ
た
宮
内
文
書
と
、
外
山
信
司
が
検
討

を
重
ね
て
い
る
戦
国
末
期
の
海
上
千
葉
氏
の
重
臣
で
あ
っ
た
原
大
炊
助
・
同
若

狭
守
父
子
系
の
家
伝
文
書
、
原
文
書
が
あ
る
。
両
文
書
に
は
、
滝
川
や
外
山
も

検
討
し
た
香
取
内
海
の
船
に
関
す
る
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。
海
上
千
葉
氏
と

し
て
香
取
内
海
下
流
域
を
権
力
基
盤
と
し
た
千
葉
胤
富
に
関
係
す
る
こ
れ
ら
の

文
書
を
再
検
討
し
、香
取
内
海
世
界
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
、十
四
世
紀
の
「
海

夫
注
文
」
の
世
界
と
近
世
の
霞
ヶ
浦
四
十
八
津
・
北
浦
四
十
四
津
の
自
治
的
世

界
と
を
架
橋
し
た
い
と
思
う
。

一　

香
取
内
海
と
内
海
の
領
主

1　

中
世
の
海
上
氏
と
片
岡
常
春

戦
国
末
期
の
海
上
千
葉
氏
に
よ
る
香
取
内
海
支
配
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は

鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
海
上
氏
と
同
族
の
木
内
氏
が
、
香
取
内
海
下
流
域

を
支
配
し
た
内
海
の
領
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
て
お
き
た
い
。

は
じ
め
に
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
古
代
の
海
上
国
造
は
香
取
内
海
下
流
域
を
跨

い
で
支
配
圏
を
有
し
た
文
字
通
り
海
上
の
民
、
海
民
の
首
長
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
海
上
国
造
他
田
日
奉
部
は
下
総
国
海
上
郡
の
郡
司
（
大
領
）
と

な
っ
た
が
、
中
世
の
海
上
氏
は
「
千
葉
大
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
千
葉
介
常
胤
の

叔
父
（
常
胤
の
祖
父
平
常
兼
の
五
男
）
常
衡
が
「
海
上
与
市
」
を
称
し
た
の
が
最
初

と
さ
れ
て
い
る
。
常
衡
は
「
下
総
国
海
上
郡
」
に
居
城
し
、
そ
の
子
常
幹
は
「
海

上
太
郎
」
を
称
し
た
と
あ
る
が
、
そ
こ
で
系
図
は
途
切
れ
る
。
し
か
し
、
神
代

本
「
千
葉
系
図
」
に
は
、
常
幹
の
子
息
に
常
親
（
海
上
小
大
夫
）・
幹
景
（
岩
世
太

郎
）・
常
晴
（
片
岡
太
郎
）・
常
永
（
海
上
三
郎
）・
重
常
（
海
上
五
郎
）
と
あ
る
。
こ

の
な
か
の
「
常
晴
（
片
岡
太
郎
）」
が
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
い
て
源
頼
朝
挙
兵
時

の
海
上
郡
三
崎
荘
の
領
主
と
み
え
る
片
岡
常
春
で
あ
ろ
う
（
図
１
参
照
）。

片
岡
常
春
は
佐
竹
氏
一
族
と
親
族
関
係
（
妻
が
佐
竹
忠
義
の
娘
）
に
あ
り
、
舅

の
佐
竹
忠
義
に
同
心
し
て
謀
叛
の
企
て
が
あ
る
と
疑
わ
れ
た
。『
吾
妻
鏡
』
に

よ
れ
ば
、
使
者
の
雑
色
が
常
春
の
領
所
下
総
国
に
派
遣
さ
れ
る
と
そ
の
雑
色
を

傷
害
・
面
縛
し
た
た
め
、
治
承
五
年
（
一
一
八
一
）
三
月
二
十
七
日
、
源
頼
朝

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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に
よ
っ
て
所
帯
等
を
召
し
放
た
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）

十
月
二
十
八
日
に
は
、
常
春
の
領
所
三
崎
荘
は
千
葉
介
常
胤
に
与
え
ら
れ
た
と

あ
る
。
し
か
し
、
文
治
五
年
三
月
十
日
条
に
は
、
常
春
の
領
所
等
「
下
総
国
三

崎
庄
、
舟
木
、
横
根
」
は
「
元
の
如
く
返
付
せ
ら
」
れ
た
が
、
や
は
り
同
日
に

返
付
は
取
り
消
さ
れ
た
と
み
え
る
。
片
岡
常
春
の
所
領
没
収
の
理
由
は
、
佐
竹

氏
と
の
共
謀
で
は
な
く
、
使
者
の
雑
色
を
傷
害
し
面
縛
し
た
こ
と
に
あ
り
、
赦

免
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
常
衡
系
海
上
氏
一
族
の
す
べ
て
の
所
領
・
諸
職

が
没
収
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
神
代
本
「
千
葉
系
図
」
に
は
、
右

に
み
た
常
親
の
子
息
常
高
（
海
上
小
大
夫
太
郎
）・
常
宗
（
海
上
小
大
夫
次
郎
）
な
ど

の
常
衡
系
海
上
氏
の
系
譜
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
所
領
の
「
横
根
」
は

他
の
史
料
で
三
崎
荘
の
「
加
納
横
根
」
と
み
え
、「
舟
木
」
も
和
名
抄
郷
の
船

木
郷
に
関
わ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
常
春
の
所
領
は
、
三
崎
荘
と
同
加
納
の
横
根

郷
、
そ
し
て
舟
木
郷
で
あ
り
、
海
上
郡
内
の
他
の
村
郷
は
常
春
以
外
の
常
衡
系

海
上
氏
を
在
地
の
領
主
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

結
局
、
三
崎
荘
と
同
加
納
横
根
（
横
根
郷
）・
舟
木
郷
は
、
下
総
国
東
荘
な
ど

と
と
も
に
千
葉
介
常
胤
か
ら
子
息
の
東
頼
胤
、
さ
ら
に
孫
の
重
胤
に
継
承
さ

れ
、
重
胤
の
子
息
胤
方
に
「
海
上
郡
」
が
譲
ら
れ
る
こ
と
で
、
胤
方
が
千
葉
氏

系
海
上
氏
の
初
代
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
海
上
胤
方
に
つ
い
て
の
「
千
葉

大
系
図
」
の
注
記
に
は
、「
承
久
年
中
下
総
国
海
上
郡
を
分
与
さ
れ
る
。
故
に

海
上
次
郎
と
号
す
。
海
上
太
郎
常
幹
の
裔
絶
を
も
っ
て
此
の
称
号
を
起
こ
す
」

と
あ
る
。
た
だ
し
、
胤
方
の
弟
の
胤
久
は
「
海
上
四
郎
」、
同
じ
く
胤
有
は
「
海

上
五
郎
」
と
み
え
、
胤
方
の
子
息
の
代
に
も
胤
景
が
「
海
上
弥
次
郎
」、
長
胤

が
「
海
上
四
郎
」、
行
胤
が
「
海
上
中
務
丞
」「
法
号
理
一
、
船
木
と
号
す
」
と

あ
る
。
ま
た
、
胤
景
の
子
息
の
教
胤
は
「
海
上
太
郎
」「
横
根
郷
主
」
と
あ
り
、

同
じ
く
胤
泰
は
「
海
上
六
郎
」「
海
上
惣
領
」
と
み
え
る
。
胤
泰
の
子
息
に
は

師
胤
が
お
り
（
神
代
本
「
千
葉
系
図
」
に
は
「
筑
後
守
」
と
あ
る
）、
娘
は
「
佐
竹
上

総
介
貞
義
妻
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

千
葉
氏
系
海
上
氏
に
し
て
も
、
海
上
郡
（
海
上
荘
あ
る
い
は
三
崎
荘
）
を
一
系

で
支
配
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
庶
子
を
含
め
て
惣
領
制
的
な
支
配
が
な
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
、
常
衡
系
海
上
氏
は
片
岡
常
春
以
降
も
存
続
し
た
の
で
あ
り
、「
海

上
」
を
名
乗
る
在
地
の
領
主
は
常
衡
系
・
千
葉
氏
系
と
も
複
数
存
在
し
た
の
で

あ
っ
た
。

以
前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
室
町
時
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
義
経
記
』
巻

第
四
に
は
、
源
義
経
の
従
者
と
し
て
片
岡
経
春
な
る
人
物
が
登
場
す
る
。『
吾

妻
鏡
』
に
み
え
る
片
岡
常
春
の
こ
と
と
さ
れ
る
。『
義
経
記
』
で
は
、
片
岡
経

（
常
）
春
は
「
常
陸
の
国
鹿
島
の
行
方
と
い
ふ
荒
磯
に
そ
せ
い
（
素
生
）
し
た
る

も
の
」
で
あ
り
、
香
取
内
海
の
行
方
と
浮
島
を
自
由
に
往
来
し
た
と
描
か
れ
て

い
る
。『
義
経
記
』
で
の
経
春
は
、
下
総
国
海
上
郡
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く

（
片
岡
は
、
鹿
島
郡
内
の
地
名
か
）、
常
陸
国
鹿
島
の
行
方
（
本
来
の
鹿
島
郡
と
行
方
郡

は
異
な
る
が
）
の
荒
磯
に
素
生
し
た
海
民
の
長
で
あ
り
、
香
取
内
海
内
の
「
霞
ヶ

浦
」
を
自
由
に
往
来
し
た
内
海
の
領
主
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
内
海
の
領
主
と
し
て
の
片
岡
経
（
常
）
春
の
姿
は
、
全
く
の
作
り

話
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
古
代
以
来
の
香
取
内
海
に
生
活
す
る
海
民
と
そ
の

領
主
の
姿
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
片
岡
常
春
が
属
し
た
常
衡
系
海
上
氏

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
千
葉
氏
系
の
海
上
氏
も
香
取
内
海
の
領
主
で
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

2　

木
内
氏
と
香
取
内
海

千
葉
氏
系
海
上
氏
と
同
じ
く
千
葉
六
党
の
東
氏
の
一
族
で
あ
る
木
内
氏
に
関

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（ 21 ）
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わ
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
木
村
修
が
香
取
内
海
下
流
域
を
「
東
部
常
総
国
境
地

域
」
と
呼
ん
だ
う
え
で
、
ま
と
め
て
紹
介
し
て
い
る
。
木
村
は
、
ま
ず
茨
城
県

潮
来
市
の
海
雲
山
長
勝
寺
の
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
改
鋳
の
銅
鐘
銘
を
検
討

し
た
。
そ
の
銘
文
に
は
「
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
右
大
将
殿
時
所
立
也
」
そ

し
て
「
鎌
倉
殿
御
願
所
」
と
い
う
長
勝
寺
創
建
の
由
来
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
中
国
元
の
臨
済
宗
の
高
僧
で
鎌
倉
末
期
に
鎌
倉
の
円
覚
寺
や
建
長
寺
に
住

し
た
清
拙
正
澄
に
よ
る
賛
が
あ
り
、
そ
の
賛
に
「
客
船
夜
泊　

常
陸
蘇
城
」
と

あ
る
の
は
、
福
州
に
生
ま
れ
蘇
州
に
近
い
杭
州
で
修
行
し
た
清
拙
が
鎌
倉
末
期

の
潮
来
（
海
夫
注
文
で
は
「
い
た
く
の
津
」）
の
殷
賑
ぶ
り
を
中
国
の
港
湾
都
市
蘇

州
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
改
鋳
の

主
体
と
し
て
、
得
宗
の
北
条
高
時
の
名
が
「
大
檀
那
相
模
禅
定
崇
鑑
」、
木
内

胤
長
の
名
が
「
大
施
主
下
総
五
郎
禅
門
道
暁
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
前
者
は
北

条
得
宗
勢
力
と
常
総
国
境
地
域
（
香
取
内
海
下
流
域
）
と
の
関
係
を
伺
わ
せ
る
も

の
だ
と
し
、
後
者
を
千
葉
氏
一
族
の
木
内
氏
と
常
総
国
境
地
域
と
の
関
係
を
示

す
最
初
の
史
料
に
位
置
付
く
も
の
と
し
て
い
る
。

木
内
氏
の
初
代
胤
朝
は
、東
胤
頼
の
子
で
あ
り
、「
千
葉
大
系
図
」
に
は
、「
領

於
下
総
国
香
取
郡
木
内
庄
」
し
、「
此
裔
…
総
て
下
総
家
と
号
す
」
と
あ
る
。

香
取
郡
の
木
内
荘
を
名
字
の
地
と
す
る
東
氏
一
族
の
木
内
氏
は
鎌
倉
時
代
を
通

じ
て
、
木
内
荘
の
在
地
の
領
主
で
あ
る
と
と
も
に
、
香
取
内
海
と
も
深
く
関
わ

る
存
在
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
末
期
、
常
陸
国
側
の
潮
来
の
長
勝
寺
に
木
内
胤
長
が

「
大
施
主
」
と
し
て
古
鐘
を
鋳
直
し
奉
納
し
た
こ
と
は
、
木
村
が
い
う
よ
う
に

木
内
氏
と
香
取
内
海
と
の
関
係
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。

さ
ら
に
木
村
が
紹
介
す
る
よ
う
に
、
茨
城
県
鹿
嶋
市
宮
中
の
根
本
寺
文
書
に

は
、
木
内
荘
小
見
河
（
香
取
市
小
見
川
）
の
住
人
平
氏
女
（
外
畠
）
妙
珊
と
小
見

河
の
種
徳
寺
住
持
伊
叟
祥
訓
に
よ
る
根
本
寺
へ
の
寄
進
状
お
よ
び
そ
の
関
連
文

書
が
十
通
存
在
す
る
。
外
畠
妙
珊
は
、
木
内
氏
に
連
な
る
女
性
と
推
測
さ
れ
、

伊
叟
祥
訓
は
木
内
氏
の
外
護
を
受
け
た
種
徳
寺
の
住
持
で
あ
り
、
妙
珊
も
種
徳

寺
に
属
し
た
尼
で
あ
っ
た
か
。
横
田
は
両
者
を
小
見
川
居
住
の
夫
婦
か
近
親
者

な
ど
、
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

小
見
川
の
外
畠
妙
珊
と
伊
叟
祥
訓
と
に
よ
る
鹿
島
の
根
本
寺
へ
の
所
領
の
寄

進
は
「
買
寄
進
（
買
得
寄
進
）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）

か
ら
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
の
五
年
の
間
に
五
通
の
寄
進
状
（
一
段
歩
か
ら
二
段

歩
）
が
残
さ
れ
て
い
る
（
表
1
参
照
）。

具
体
的
な
検
討
は
割
愛
す
る
が
、
表
1
に
み
え
る
、
小
見
川
の
外
畠
妙
珊
・

種
徳
寺
住
持
伊
叟
祥
訓
（
両
者
の
実
体
は
木
内
氏
か
）
に
よ
る
鹿
島
根
本
寺
へ
の

買
寄
進
は
合
わ
せ
て
六
段
大
（
＋
「
上
大
坪
西
方
」
か
）
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、

寄
進
の
理
由
は
、「
現
世
安
穏
・
後
生
善
処
」
や
「
毎
日
の
退
転
な
き
御
吊

（
弔
）」
の
た
め
、「
宝
山
遠
中
」
や
「
春
谷
中
公
大
師
」
の
菩
提
の
た
め
と
あ
る
。

根
本
寺
は
臨
済
宗
の
寺
院
で
あ
り
、
小
見
川
の
種
徳
寺
も
同
じ
宗
派
で
あ
っ
た

と
み
て
よ
く
、
小
見
川
の
種
徳
寺
の
妙
珊
・
祥
訓
に
よ
る
鹿
島
の
根
本
寺
へ
の

買
寄
進
が
信
仰
上
の
結
び
つ
き
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。し

か
し
、
表
1
の
Ｂ
欄
で
の
買
寄
進
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
妙
珊
・
祥
訓
に

よ
る
買
寄
進
に
は
鹿
島
氏
が
重
要
な
役
割
（
Ｂ
欄
の
場
合
は
主
導
）
を
果
た
し
て

い
た
。
鹿
島
氏
は
、
表
1
の
17
・
18
号
に
「
壇
方
」
と
あ
る
よ
う
に
根
本
寺
の

壇
越
で
あ
り
、
根
本
寺
は
鹿
島
氏
の
氏
寺
で
あ
っ
た
。
他
方
で
は
、
世
俗
に
お

け
る
鹿
島
氏
と
木
内
氏
と
の
結
び
つ
き
も
想
定
さ
れ
る
。
横
田
は
、
村
石
正
行

が
「
買
寄
進
」
を
「
売
買
即
時
寄
進
型
売
寄
進
」
と
理
解
す
る
こ
と
を
援
用
し

た
う
え
で
、
妙
珊
と
祥
訓
は
寄
進
の
「
仲
介
者
」
で
あ
り
、
小
見
川
の
有
徳
人

で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
妙
珊
・
祥
訓
の
活
動
を
支
え
て
い
た
の
は

（
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（
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）

（
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）

（
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）

（
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）（
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）

（
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）
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表
1
　
外
畠
妙
珊
・
伊
叟
祥
訓
に
よ
る
鹿
島
根
本
寺
へ
の
買
寄
進
（
根
本
寺
文
書
）

文
書

名
年

月
日

差
出

宛
先

所
在

地
内

容
等

出
典

A

外
畠
妙
珊
寄
進
状

延
徳

4
年（

14
92

）
5

月
15

日
平

氏
女

妙
珊

住
山

明
岳

首
座（

根
本

寺
）

神
野

下
庭

払
田

1
段

現
世

安
穏

・
後

生
善

処
の

た
め

、
塙

神
主

中
臣

則
房

と
西

谷
重

満
の

沽
券

状
2

通
を

相
副

え
て

。
19

号

中
臣

則
房

売
券

文
明

3
年（

14
71

）
9

月
日

中
臣

則
房

西
谷

け
ん

と
う

三
郎

神
野

下
庭

払
田

1
段

（
年

貢
60

0文
）

か
と

の
屋

敷
の

改
替

に
直

銭
8

巻
貫

文
に

勘
定

し
、

永
代

に
進

む
。

15
号

西
谷

重
満

売
券

延
徳

4
年

5
月

15
日

西
谷

重
満

妙
珊

御
方

神
野

下
庭

払
田

1
段

直
銭

6
貫

文
で

永
代

売
。

塙
神

主
中

臣
則

房
の

沽
券

状
を

相
副

え
て

。
20

号

鹿
島

孝
幹

安
堵

状
同

上
平（

鹿
島

）孝
幹

根
本

寺
神

野
下

庭
掃

田
1

段
塙

神
主

則
房

重
代

の
地

・
西

谷
重

満
の

買
取

と
当

知
行

・
妙

珊
の

買
取

と
根

本
寺

へ
の

寄
進

を
保

証
。

22
号

B

種
徳
寺
住
持
伊
叟
祥

訓
幷
外
畠
妙
珊

寄
進
状

延
徳

4
年

7
月

25
日

木
内

荘
小

見
河

祥
訓

・
妙

珊
住

山
明

岳
首

座（
根

本
寺

）
大

船
津

川
端

大
田

1
段

大
（

年
貢

一
貫

）
宝

山
遠

中
の

菩
提

の
た

め
、

傔
仗

則
次

の
売

券
と

壇
方

の
鹿

島
孝

幹
添

状
を

相
添

え
て

。
17

号

外
畠
妙
珊
寄
進
状

同
上

木
内

荘
小

見
河

住
妙

珊
住

山
明

岳
首

座（
根

本
寺

）
神

野
下

御
手

蔵
田

1
段

（
年

貢
50

0文
）

春
谷

中
公

大
師

の
菩

提
の

た
め

、
神

野
行

事
家

吉
の

売
券

と
壇

方
の

鹿
島

孝
幹

添
状

を
相

添
え

て
。

18
号

鹿
島

孝
幹

安
堵

状
延

徳
4

年
7

月
10

日
平（

鹿
島

）孝
幹

根
本

寺
大

船
津

川
端

大
田

1
段

大
神

野
下

御
手

蔵
田

1
段

傔
仗

則
次

重
代

相
伝

の
地

／
神

野
行

事
家

吉
重

代
相

伝
の

地
。

こ
れ

ら
を

種
徳（

祥
訓

）・
妙

珊
両

人
が

買
取

り
、

根
本

寺
に

寄
進

し
た

こ
と

を
保

証
。

21
号

C

伊
叟
祥
訓
寄
進
状

明
応

5
年（

14
96

）
6

月
21

日
伊

叟
祥

訓
根

本
寺

　
明

岳
首

座
行

事
中

西
角

竹
下

1
段

毎
日

退
転

な
く

御
吊（

弔
）の

た
め

。
西

谷
重

満
よ

り
買

得
。

羽
生

氏
親

・
西

谷
重

満
の

沽
券

状
を

相
副

え
て

。
24

号

外
畠
妙
珊
寄
進
状

明
応

5
年

10
月

2
日

妙
珊

大
姉

住
山

明
岳

首
座（

根
本

寺
）

上
大

坪
西

方
幷

2
段

（
年

貢
1

貫
文

）
現

世
安

穏
・

後
生

善
処

の
た

め
、

小
別

当
満

久
沽

券
状

1
通

を
添

え
て

。
23

号

鹿
島

孝
幹

安
堵

状
永

正
2

年（
15

05
）1

2月
日

（
鹿

島
）孝

幹
根

本
寺

行
事

中
西

角
竹

下
1

段
上

大
坪

西
方

幷
2

段
西

谷
重

満
が

羽
生

氏
親

よ
り

買
得

／
小

別
当

満
久

の
重

代
相

伝
の

地
。

祥
訓

・
妙

珊
が

買
取

り
、

根
本

寺
に

寄
進

し
た

こ
と

を
保

証
。

25
号

＊
出

典
は

、『
茨

城
県

史
料

　
中

世
Ⅱ

』
所

収
「

根
本

寺
文

書
」

の
番

号
。

＊
 『

茨
城

県
史

料
　

中
世

Ⅱ
』

は
、1

8・
19

号
文

書
を

外
畠

妙
珊

寄
進

状
案

と
す

る
。差

出
の

妙
珊

に
花

押
（

略
押

）
が

な
い

た
め

で
あ

ろ
う

が
、妙

珊
は

花
押

を
持

た
な

か
っ

た
の

で
あ

り
（

た
だ

し
、

23
号

に
は

略
押

が
あ

る
）、

18
・

19
号

文
書

は
正

文
と

考
え

ら
れ

る
の

で
は

な
い

か
。

後
考

を
待

ち
た

い
。
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木
内
氏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

千
葉
氏
一
族
の
木
内
氏
は
、「
千
葉
大
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
初
代
の
胤
朝
以

来
、
鎌
倉
時
代
末
ま
で
は
名
字
の
地
の
木
内
荘
内
の
「
田
部
」（
香
取
市
田
部
）

を
居
城
と
し
た
が
、
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
に
は
胤
光
が
居
城
を
川
上
（
香
取

市
川
上
）
に
移
し
た
と
い
う
（
註
（
13
）「
木
内
氏
系
譜
」）。
現
在
の
田
部
や
川
上
は
、

利
根
川
に
流
れ
出
る
黒
部
川
流
域
に
あ
た
る
（
図
２
参
照
）。
や
は
り
横
田
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
流
域
は
古
代
・
中
世
に
は
大
き
な
入
り
江
で
あ
り
、
そ

の
入
り
江
が
香
取
内
海
の
本
体
と
接
す
る
辺
り
が
小
見
川
で
、
小
見
川
は
鹿
島

神
宮
の
外
港
大
船
津
と
相
対
す
る
港
湾
都
市
で
あ
っ
た
。
室
町
時
代
の
海
夫
注

文
で
は
、「
小
見
川
津
」
の
知
行
主
は
千
葉
氏
一
族
の
粟
飯
原
氏
で
あ
っ
た
が
、

木
内
氏
は
小
見
川
を
中
継
地
と
し
つ
つ
、
香
取
内
海
で
の
交
流
・
流
通
に
深
く

関
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
香
取
内
海
の
領
主
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

鹿
島
の
根
本
寺
と
そ
の
外
護
者
の
鹿
島
氏
、
小
見
川
の
種
徳
寺
（
外
畠
妙
珊

と
伊
叟
祥
訓
）
と
そ
の
外
護
者
の
木
内
氏
と
の
結
び
つ
き
は
、
臨
済
宗
の
宗
派

的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
と
も
に
香
取
内
海
の
領
主
同
士
の
血
縁
・
地
縁
関
係
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
大
船
津
と
小
見
川
を
結
ぶ
内
海
で
の
盛
ん
な
交

流
・
流
通
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

3　

海
夫
注
文
と
内
海
の
領
主

香
取
内
海
で
の
盛
ん
な
交
流
・
流
通
を
支
え
た
の
は
、
海
夫
（
海
民
）
た
ち

で
あ
っ
た
。
室
町
時
代
の
香
取
内
海
の
「
海
夫
注
文
」
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き

る
、
海
夫
と
内
海
の
領
主
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
表
2
・
3
は
、
一
連

の
「
海
夫
注
文
」
に
載
る
香
取
内
海
の
海
夫
が
属
し
た
津
と
津
の
知
行
主
な
ど

を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
下
総
国
側
の
海
夫
注
文
は
、
津
の
知
行
主
よ
り
上

級
の
領
主
毎
に
発
給
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
示
す
も
の
が
表
2
の
「
応
安
七
年

九
月
二
十
七
日
安
富
山
名
連
署
奉
書
案
の
宛
先
と
の
関
係
」
欄
で
あ
る
。
常
陸

国
側
の
場
合
は
、
郡
荘
毎
に
発
給
さ
れ
て
お
り
、
表
3
の
「
郡
荘
と
の
関
係
」

欄
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

以
前
に
も
同
じ
検
討
を
し
て
い
る
が
、
香
取
内
海
下
流
域
に
あ
た
る
下
総
国

海
上
郡
と
常
陸
国
鹿
島
郡
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
ま
ず
下
総
国
海
上
郡
の

津
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

 

飯
沼
荒
野
津
（
飯
沼
）・
か
き
ね
津
（
海
上
）・
野
尻
津
（
海
上
）・

森
戸
津
（
森
戸
）・
笹
本
津
（
笹
本
）・
塩
川
津
（
海
上
）・
石
出
津
（
石
出
）・

今
泉
津
（
今
泉
）・
笹
川
津
（
東
六
郎
）・
小
見
川
津
（
粟
原
彦
二
□
）

カ
ッ
コ
内
は
下
総
国
側
の
海
夫
注
文
を
ま
と
め
た
「
海
夫
注
文
下
総
国

　
　

」
と
あ

る
案
文
に
割
書
き
で
記
載
さ
れ
た
津
の
知
行
主
で
あ
る
。
ま
た
、
表
2
の
応
安

七
年
（
一
三
七
四
）
九
月
二
十
七
日
安
富
道
轍
・
山
名
智
兼
連
署
奉
書
案
の
宛
先

と
の
関
係
か
ら
は
、
飯
沼
荒
野
津
（
飯
沼
）・
か
き
ね
津
（
海
上
）・
野
尻
津
（
海

上
）・
森
戸
津
（
森
戸
）・
笹
本
津
（
笹
本
）・
塩
川
津
（
海
上
）
の
六
津
と
そ
の
知

行
主
は
海
上
筑
後
八
郎
入
道
の
配
下
に
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
海
上
筑
後
八

郎
入
道
と
は
、「
千
葉
大
系
図
」
に
「
海
上
筑
後
守
」
と
あ
る
海
上
憲
胤
で
あ

ろ
う
。
憲
胤
の
大
叔
母
は
「
佐
竹
上
総
介
貞
義
妻
」
と
あ
り
、
憲
胤
の
息
子
「
□

□
」
に
は
、「
海
上
信
濃
守
」
と
あ
っ
て
、「
応
永
年
中
（
一
三
九
四
～
一
四
二
八
）

下
総
結
城
戦
場
に
お
い
て
、
千
葉
介
兼
胤
に
属
し
戦
功
あ
る
な
り
、
父
憲
胤

も
っ
と
も
勇
名
を
揚
げ
る
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

同
様
に
石
出
津
（
石
出
）・
今
泉
津
（
今
泉
）
は
東
次
郎
左
衛
門
入
道
の
配
下

に
あ
り
、
笹
川
津
（
東
六
郎
）
と
小
見
川
津
（
粟
原
彦
二
□
）
は
右
の
奉
書
案
の

宛
先
と
知
行
主
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
東
次
郎
左
衛
門
入
道
と
は
、「
千
葉
大
系

図
」
に
「
東
次
郎
左
衛
門
入
道
／
童
名
幸
満
丸
」
と
あ
る
東
胤
家
の
こ
と
で
あ

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）
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ろ
う
。
千
葉
介
満
胤
の
後
見
と
あ
る
。
東
六
郎
は
東
盛
義
か
も
し
れ
な
い
が
、

一
世
代
年
代
が
合
わ
な
い
。
東
六
郎
家
か
、
あ
る
い
は
東
六
郎
跡
の
意
か
。
粟

飯
原
彦
次
郎
（
粟
原
彦
二
□
）
は
、
粟
飯
原
詮
胤
か
。
詮
胤
に
も
千
葉
介
満
胤
を

輔
佐
す
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
香
取
内
海
下
流
域
の
河
口
付
近
の
飯
沼
荒
野
津
か
ら
塩
川
津
ま
で

は
、
海
上
氏
の
支
配
下
に
あ
り
、
な
か
で
も
、
か
き
ね
津
と
野
尻
津
、
塩
川
津

の
三
津
は
海
上
氏
が
直
接
の
知
行
主
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
石
出
津
と
今
泉
津
、

さ
ら
に
笹
川
津
は
東
氏
の
支
配
下
に
あ
り
、
小
見
川
津
は
粟
飯
原
氏
の
支
配
下

に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
同
じ
千
葉
氏
一
族
の
海
上
氏
・
東
氏
・
粟
飯
原
氏

は
、
香
取
内
海
の
領
主
で
あ
り
、
香
取
内
海
の
津
々
を
介
し
て
海
夫
に
対
す
る

支
配
権
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
図
2
参
照
）。

他
方
、下
総
国
海
上
郡
の
対
岸
の
常
陸
国
鹿
島
郡
の
津
は
、大
船
津
（
鹿
島
）・

糠
賀
津
（
な
ら
や
ま
）・
牛
堀
津
（
鹿
島
）
な
ど
二
三
の
津
で
あ
り
、
二
三
津
の
う

ち
一
〇
津
の
知
行
主
が
鹿
島
氏
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
常
陸
大
掾
氏
一
族
の
鹿

島
氏
は
、
鹿
島
郡
鹿
島
郷
に
住
ん
だ
大
掾
重
幹
（
繁
幹
）
の
子
吉
田
清
幹
の
三

男
成
幹
が
鹿
島
氏
と
称
し
、
そ
の
三
男
政
幹
は
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
源
頼

朝
か
ら
鹿
島
社
総
追
捕
使
に
補
せ
ら
れ
、
以
後
、
子
孫
は
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人

と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
鹿
島
神
宮
の
神
官
職
を
取
り
込
ん
で
い
き
、
南
北

朝
期
以
降
に
は
鹿
島
神
宮
の
総
大
行
事
を
兼
職
・
相
伝
し
た
在
地
の
武
士
で
あ

り
、
室
町
時
代
中
期
の
実
幹
・
孝
幹
・
義
幹
の
頃
は
、
鹿
島
郡
を
本
拠
に
香
取

内
海
を
含
む
地
域
領
主
と
し
て
活
動
し
、
千
葉
氏
一
族
と
の
関
係
も
深
か
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

（
24
）

（
25
）

表 2　海夫注文に載る津（下総国）

津　名 知 行 主
応安 7 年 9 月27日
安富山名連署奉書
案の宛先との関係

飯沼荒野津 飯沼 海上筑後八郎入道

かきね津 海上

野尻津 海上

森戸津 森戸

笹本津 笹本
●塩川津 海上

石出津 石出 東次郎左衛門入道

今泉津 今泉

笹川津 東六郎 東六郎

小見川津 粟原彦二□ 粟飯原彦次郎
●たと荒野 大蔵 多田左衛門五郎

側高津 大蔵
●えち荒地津 大蔵
●すくい津 中村三郎左□□ 千葉介

堀川津 中村三郎左衛門

内山中務今ハ中沢
●横須賀津 内山中務今ハ□□

津宮津 中村式部

篠原津 けつさわ 不明

井戸庭津 不明

佐原津 中村 千葉介

関戸津 国分与一 国分与一

岩ヶ崎津 木内 木内七郎兵衛入道
●中州津 国分三川

一方御料所
国分三河入道

神崎津 神崎西□□ 神崎安芸次郎
●は比定地未詳

〈出典： 『南北朝遺文　関東編』第 5 巻3723～3726・3736・
3737号〉

（ 25 ）

海上千葉氏と香取内海



表 3　海夫注文に載る津（常陸国）

津　名 知 行 主 郡荘と
の関係

阿波崎津 東条能登入道／一方灘波 東条荘

馬渡津 東条地頭／領家

福戸津 一方東条能登入道

飯手津 なし

大壺津 なし

古渡津 一方小田／一方吉原 信太荘

広戸津 小田兵部少輔入道

船子津 小田兵部少輔入道

安中津 小田

柏崎津 小田兵部少輔入道 南野荘

嶋崎津 鹿島 鹿島郡

河向津 鹿島

荒野津 鹿島

猿小河津 鹿島

新河津 鹿島

谷田辺津 明石

鼻崎津 花崎

柴崎津 柴崎

萩原津 萩原

息栖津 鹿島

加村津 鹿島

高浜津 石神

波田木津 鹿島

大船津 鹿島

糠賀津 ならやま

奈羅毛津 中村

白鳥（船）津 白鳥
※牛堀津 鹿島

懸崎津 津賀

沼里津 津賀

当間津 宮ヶ崎

津　名 知 行 主 郡荘と
の関係

宮木崎津 玉造 行方郡

嶋崎津 島崎

尾宇津 なし

江崎津 なし

信方津 なし

橋門津 小高

西蓮寺船津 小高

鎌谷津 なし

高須津 玉造

鳴田津 武田

水原津 小栗越後知行船津

船子津 小高

山田津 小高

平浜津 手賀
●土古津 なし

逢賀津 なし

麻生津 麻生
●船方津 島崎

潮来津 当知行 島崎

富田津 亀岡
●羽生船津 羽生

大枝津 大丞 南部
●は比定地未詳
※牛堀津の図 2 の比定地は要検討

〈出典： 『南 北 朝 遺 文 　 関 東 編』第 5 巻3727 ～
3730・3738号〉

（ 26 ）
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海
上
氏
に
よ
る
香
取
内
海
の
津
々
を
介
し
た
海
夫
（
海
民
）
の
支
配
は
、
戦

国
末
期
に
は
石
出
津
・
笹
川
津
そ
し
て
小
見
川
津
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
り
、
香
取
内
海
下
流
域
の
領
有
権
は
、
海
上
氏
と
鹿
島
氏
に
よ
っ
て
共
有
さ

れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

香
取
内
海
を
め
ぐ
る
戦
国
争
乱

　

1　

永
禄
期
の
政
治
的
・
軍
事
的
状
況

戦
国
時
代
末
、
永
禄
期
の
香
取
内
海
下
流
域
の
政
治
的
・
軍
事
的
状
況
に
つ

い
て
、
黒
田
基
樹
『
戦
国
の
房
総
と
北
条
氏
』
な
ど
か
ら
、
確
認
し
て
お
き
た

い
。
な
お
、
戦
国
時
代
の
海
上
氏
に
つ
い
て
は
石
渡
洋
平
の
専
論
も
あ
る
が
、

海
上
氏
の
系
譜
に
関
し
て
は
精
緻
な
考
証
が
必
要
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
触
れ
な

い
。
た
だ
し
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
千
葉
介
昌
胤
の
次
男
胤
富
が
婿
入

り
し
た
「
海
上
山
城
守
」
は
、
中
島
城
を
拠
点
と
し
た
海
上
氏
の
惣
領
的
な
地

位
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
だ
と
考
え
る
。
千
葉
介
の
子
が
海
上
氏
の
庶
子
家
に

婿
入
り
す
る
こ
と
は
考
え
づ
ら
い
。

そ
の
海
上
胤
富
が
、
兄
の
千
葉
介
利
胤
の
跡
を
継
い
だ
弟
親
胤
の
突
然
の
死

去
に
よ
っ
て
、
千
葉
介
の
地
位
に
つ
い
た
の
は
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
八

月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
胤
富
は
海
上
氏
の
惣
領
と
し
て
の
地
位
を
保
持
し
た
ま

ま
「
千
葉
介
」
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
戦
国
末
期
の
千
葉

胤
富
に
関
す
る
史
料
は
、
海
上
氏
惣
領
で
あ
る
と
と
も
に
千
葉
介
と
し
て
の
も

の
で
あ
り
、
胤
富
は
海
上
千
葉
氏
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

さ
て
、
胤
富
の
兄
、
千
葉
介
利
胤
の
時
代
か
ら
千
葉
介
の
居
城
は
、
佐
倉
城

に
移
っ
て
お
り
、
利
胤
の
時
代
に
は
、
臼
井
氏
（
利
胤
の
弟
胤
寿
が
婿
入
り
）
の

臼
井
城
へ
の
攻
略
が
実
行
さ
れ
、
安
房
の
里
見
氏
に
よ
っ
て
香
取
郡
や
匝
瑳
郡

へ
の
侵
攻
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
香
取
内
海
の
下
総
国
側
は
戦
乱
状
況
に
あ
っ
た

と
い
う
。
黒
田
は
、
匝
瑳
郡
な
ど
へ
の
里
見
氏
の
侵
攻
は
海
路
に
よ
る
も
の
で
、

弟
の
千
葉
介
親
胤
の
時
代
に
も
繰
り
返
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
胤
富
が
千
葉
介
の
家
督
を
継
い
で
三
年
後
の
永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
）
に
、
関
東
の
政
治
状
況
が
大
き
く
転
換
す
る
。
越
後
の
上
杉
輝
虎

（
謙
信
）
の
関
東
へ
の
侵
攻
と
、
そ
れ
に
対
す
る
北
条
氏
と
甲
斐
の
武
田
信
玄
の

同
盟
・
支
援
に
よ
る
攻
防
で
あ
る
。
胤
富
は
一
貫
し
て
北
条
方
で
あ
っ
た
が
、

房
総
に
勢
力
を
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
里
見
氏
と
常
陸
の
佐
竹
氏
、
そ
れ
に
与
同

す
る
香
取
内
海
の
常
陸
国
側
の
勢
力
は
上
杉
方
で
あ
り
、
両
勢
力
が
向
か
い
合

う
最
前
線
が
鬼
怒
川
＝
香
取
内
海
地
域
と
な
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
黒
田
に
よ
れ
ば
、
上
杉
軍
が
関
東
に
侵
攻
し
た
直
後
の
永
禄
三
年
十

月
に
は
、
そ
れ
に
呼
応
し
た
里
見
氏
が
外
房
か
ら
海
路
で
香
取
内
海
下
流
域
に

侵
入
し
、「
富
田
台
」（
木
内
荘
内
の
富
田
と
さ
れ
る
。
香
取
市
富
田
）
に
上
陸
し
て
、

小
見
川
一
帯
を
占
拠
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
同
年
十
二
月
に
は
、
海
上
氏
の

本
拠
地
で
あ
っ
た
海
上
郡
の
中
島
城
（
銚
子
市
中
島
）
が
攻
撃
さ
れ
、
翌
永
禄
四

年
三
月
に
は
、
国
分
氏
の
本
拠
地
の
下
総
国
大
戸
荘
の
矢や

は
ぎ作
城
（
香
取
市
大
崎
）

が
攻
め
ら
れ
て
い
る
。
里
見
氏
に
よ
る
侵
攻
は
、
香
取
内
海
下
流
域
全
体
に
及

ぶ
も
の
で
あ
っ
た
（
図
2
参
照
）。

こ
れ
に
対
し
て
胤
富
は
、
翌
永
禄
五
年
三
月
に
、
里
見
氏
の
重
臣
の
正
木
氏

が
拠
点
と
し
た
小
見
川
城
に
打
ち
入
り
、
敵
味
方
三
〇
〇
余
人
が
打
死
し
て
い

る
。
結
局
、
小
見
川
城
の
奪
還
は
失
敗
に
終
わ
り
、
逆
に
正
木
氏
は
小
見
川
の

相
根
塚
城
（
香
取
市
大
根
塚
）、
米
野
井
城
（
香
取
市
米
野
井
）、
府
馬
城
（
香
取
市
府

馬
）
を
取
り
立
て
、
香
取
郡
域
へ
の
支
配
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
正

（
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）
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木
氏
一
族
内
で
の
対
立
も
あ
り
、
永
禄
九
年
七
月
に
は
、
勝
浦
正
木
氏
が
香
取

郡
か
ら
撤
退
し
、
同
年
閏
八
月
に
は
、
正
木
氏
の
侵
攻
で
常
陸
に
没
落
し
て
い

た
粟
飯
原
氏
が
、
本
拠
地
の
小
見
川
城
に
復
帰
し
た
と
い
う
。
以
下
、
こ
う
し

た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
胤
富
関
係
の
宮
内
文
書
と
原
文
書
を
検
討
し
て
み
た

い
。

　

2　

里
見
氏
・
正
木
氏
の
香
取
内
海
侵
攻

宮
内
文
書
の
な
か
の
永
禄
年
間
の
史
料
に
は
、
海
上
千
葉
氏
と
香
取
内
海
下

流
域
に
侵
攻
し
た
房
総
の
里
見
氏
・
正
木
氏
と
の
関
係
を
よ
く
示
す
も
の
が
あ

る
。
そ
れ
が
次
の
二
通
で
あ
る
。

《
史
料
Ａ
》
千
葉
胤
富
判
物
写
（
宮
内
文
書
二
号
）

　
　
　
　
（
花
押
影
）

連
々
神
妙
致
馳
廻
候
付
而
、
分
国
中
之
中
、
町
役
之
事
幷
殿
役
・
村
役
之

儀
、
所
被
成
御
免
許
也
、

　
　
　

永（

一

五

五

九

）

禄
二
年
己未

　
　
　
　
　
　

十
二
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
清
右
衛
門
尉
殿

《
史
料
Ｂ
》
正
木
時
茂
判
物
写
（
宮
内
文
書
三
号
）

房
州
・
上
総
・
下
総
三
ヶ
国
味
方
中
、
商
売
不
可
有
相
違
、
若
有
横
合
者

可
成
一
行
者
也
、
仍
如
件
、

　
　

永（

一

五

六

〇

）

禄
三
年
極
月
十
日　
　
　
　
　
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
清
右
衛
門
尉
と
の

《
史
料
Ａ
》
の
二
年
前
の
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
に
、
海
上
胤
富
は
弟
千
葉

介
親
胤
の
死
去
に
よ
っ
て
千
葉
介
の
地
位
に
付
き
、
居
所
を
香
取
郡
の
森
山
城

（
香
取
市
岡
飯
田
）
か
ら
佐
倉
城
に
移
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
両
文
書
の
宛
先

で
あ
る
宮
内
清
右
衛
門
尉
に
つ
い
て
は
、
滝
川
恒
昭
に
よ
っ
て
、
海
上
氏
の
居

城
中
島
城
下
の
野
尻
宿
（「
海
夫
注
文
」
の
津
。
銚
子
市
野
尻
）
を
拠
点
と
す
る
有

力
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

《
史
料
Ａ
》
の
判
物
で
胤
富
は
、
宮
内
清
右
衛
門
尉
に
対
し
て
「
分
国
中
之

中
、
町
役
之
事
幷
殿
役
・
村
役
」
を
免
除
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、「
連
々

神
妙
に
馳
せ
廻
り
致
し
候
に
付
」
い
て
で
あ
っ
た
。
胤
富
に
属
す
る
商
人
と
し

て
、
こ
れ
ま
で
の
活
躍
を
理
由
に
千
葉
氏
領
国
内
（
分
国
）
で
の
町
役
・
殿
役
・

村
役
な
ど
の
諸
役
を
免
除
し
、
自
由
な
商
業
活
動
を
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
判
物
は
商
人
宮
内
清
右
衛
門
尉
に
対
す
る
過
書
（
通
行
手
形
）
と
い
っ
て

も
よ
く
、
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
十
二
月
ま
で
は
、
胤
富
は
、
海
上
千
葉
氏

と
し
て
下
総
国
北
部
か
ら
香
取
内
海
下
流
域
に
か
け
て
の
支
配
権
を
確
保
し
て

い
た
。

し
か
し
、
翌
年
の
十
二
月
十
日
の
《
史
料
Ｂ
》
で
は
、
房
総
の
正
木
時
茂
が

同
様
に
商
人
宮
内
清
右
衛
門
尉
宛
に
過
書
を
発
給
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
胤
富

に
よ
る
過
書
の
ち
ょ
う
ど
一
年
後
に
は
、
海
上
郡
の
野
尻
宿
を
本
拠
地
と
す
る

商
人
宮
内
清
右
衛
門
尉
は
、
房
総
の
正
木
氏
か
ら
の
過
書
を
受
け
取
り
、
房
州

（
安
房
）・
上
総
・
下
総
三
か
国
の
正
木
（
＝
里
見
）
味
方
中
に
お
い
て
の
商
売
の

自
由
（「
商
売
相
違
あ
る
べ
か
ら
ず
」・「
若
し
横
合
あ
ら
ば
一
行
（
保
証
の
文
言
）
な
す
べ

き
も
の
な
り
」）
を
手
に
入
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
永
禄
三
年
十
月
に
は
、
房
総
の
里
見
方
の
正
木
氏
の
軍

勢
が
小
見
川
を
拠
点
に
海
上
郡
・
香
取
郡
に
侵
攻
し
、
十
二
月
二
日
に
は
正
木

時
茂
が
香
取
社
の
新
福
寺
（
香
取
大
禰
宜
家
の
氏
寺
）
に
、
自
軍
の
濫
妨
狼
藉
を

禁
じ
た
禁
制
を
発
給
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、《
史
料
Ｂ
》
の
正
木
氏
に
よ
る
過

（
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書
は
、
香
取
郡
か
ら
海
上
郡
に
か
け
て
の
香
取
内
海
下
流
域
を
正
木
氏
が
制
圧

し
た
こ
と
を
象
徴
す
る
文
書
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
正
木
氏
は
《
史
料
Ｂ
》
の
四
日
後
に
も
、
次
の
よ
う
な
判
物
を
野

尻
宿
商
人
中
宛
に
出
し
て
い
る
。

《
史
料
Ｃ
》
正
木
時
茂
判
物
写
（
宮
内
文
書
四
号
）

須（
旭
市
）

賀
筋
よ
り
下
、
し（

塩

）ほ
荷
之
事

一
月
之
中
十
五
日
、
舟

（
銚
子
市
）

木
・
野

（
銚
子
市
）

尻
之
宿
ニ
可
下
、
後
日
於
城
取
之
上
者
、

根
小
屋
ヘ
可
引
之
者
也
、
仍
如
件
、

永（

一

五

六

〇

）

禄
三
年
極
月
十
四
日　
　
　
　
　
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
尻
宿
商
人
中

海
上
郡
須
賀
郷
（
旭
市
）
で
の
塩
焼
、
塩
生
産
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
す
る

こ
と
に
し
た
い
が
、
こ
の
判
物
は
須
賀
郷
で
生
産
さ
れ
た
塩
荷
を
海
上
千
葉
氏

の
拠
点
で
あ
っ
た
舟
木
・
野
尻
宿
に
下
さ
せ
た
う
え
で
、
後
日
、
城
取
（
城
郭

を
構
え
る
こ
と
）
し
た
ら
、
城
の
根
小
屋
に
塩
荷
を
引
き
移
す
よ
う
に
野
尻
宿
商

人
中
（
実
際
の
宛
先
は
、
宮
内
清
右
衛
門
尉
で
あ
ろ
う
）
に
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

正
木
氏
は
海
上
千
葉
氏
に
代
わ
っ
て
、
海
上
郡
須
賀
郷
で
の
塩
生
産
と
そ
の
流

通
路
、
そ
し
て
舟
木
宿
と
野
尻
宿
の
宮
内
氏
を
含
む
商
人
中
を
も
掌
握
し
た
の

で
あ
っ
た
。
い
ち
早
く
、
そ
れ
ら
を
押
さ
え
た
と
い
う
べ
き
か
。

他
方
、
同
じ
永
禄
三
年
前
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
年
欠
十
月
二
日
付
け
の

千
葉
胤
富
書
状
が
原
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。

《
史
料
Ｄ
》
千
葉
胤
富
書
状
（
原
文
書
七
号
）

尚
々
、
当
陣
下
無
替
儀
候
、
改
子
細
候
者
、
自
是
可
被
仰
出
候
、

一
昨
日
、
常
陸
地
江
舟
乗
始
、
今
朝
、
重
而
舟
勤
仕
、
各
致
岸
上
、
敵
三

人
討
候
由
、
誠
以
奇
特
之
取
扱
候
、
就
中
、
相
稼
候
者
共
之
書
立
、
被
御

覧
之
候
、
一
段
御
感
悦
候
、
神
妙
之
由
、
何
ニ
も
能
々
可
為
申
聞
候
、
事

之
始
ニ
得
勝
利
候
間
、
於
此
上
も
、
吉
事
追
日
可
出
来
候
、
尚
可
然
之
様

ニ
、
下
知
之
義
専
一
候
、
謹
言
、

　

十
月
二
日　

胤（
千
葉
）

富
（
花
押
）

こ
の
書
状
は
、
永
禄
三
年
十
月
の
房
総
の
正
木
軍
の
香
取
内
海
下
流
域
へ
の

侵
攻
の
緒
戦
時
の
も
の
の
可
能
性
が
あ
る
。
胤
富
は
、
一
昨
日
つ
ま
り
九
月
三

十
日
に
常
陸
国
側
に
軍
船
を
出
航
さ
せ
、
今
朝
に
も
重
ね
て
軍
船
を
出
し
た
と

こ
ろ
、
胤
富
の
軍
勢
が
常
陸
国
側
に
岸
上
げ
し
、
敵
兵
を
三
人
討
ち
取
っ
た
と

の
報
告
を
受
け
た
。「
事
の
始
め
に
勝
利
を
得
」
た
こ
と
で
、
吉
事
が
続
く
だ

ろ
う
と
悦
び
、
尚
書
き
で
は
、
当
方
の
陣
立
て
は
当
面
は
こ
の
ま
ま
で
い
く
と

指
示
し
て
い
る
。
常
陸
国
側
の
敵
兵
は
正
木
軍
及
び
与
同
す
る
常
陸
の
軍
勢

（
佐
竹
氏
か
）
で
あ
ろ
う
。
永
禄
三
年
十
月
の
香
取
内
海
下
流
域
で
の
海
戦
は
、

結
局
海
上
千
葉
氏
側
の
敗
北
と
な
り
、
こ
の
流
域
は
正
木
氏
の
支
配
下
に
入
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

3　

永
禄
七
年
香
取
内
海
の
海
戦

胤
富
は
、
二
年
後
の
永
禄
五
年
三
月
に
小
見
川
の
奪
還
を
は
か
る
も
敗
退
す

る
が
、
そ
の
後
に
香
取
内
海
下
流
域
の
支
配
権
を
回
復
し
た
ら
し
く
、
永
禄

七
・
八
年
前
後
も
の
と
推
定
さ
れ
る
次
の
《
史
料
Ｅ
・
Ｆ
・
Ｇ
》
か
ら
は
、
胤

富
が
同
流
域
で
多
数
の
軍
船
を
徴
発
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

《
史
料
Ｅ
》
千
葉
胤
富
書
状
（
原
文
書
一
八
号
）

（
前
略
）

し（

自

然

）

せ
ん
舟
之
事
、
諸
う（

浦

）ら
に
十
そ（

艘

）う
の
内
候
ハ
ヽ
、
ま
つ
〳
〵
風（

仇
カ
）波
を
た

て
す
、
さ
し
お
か
れ
へ
く
候
、
其
た
め
に
候
間
、
せ
ん
十
郎
ニ
誰
な
り
共

さ
し
そ
へ
、
明
日
廿
六
日
見
せ
申
さ
れ
へ
く
候
、
少
々
む（

向

）

か
ひ
郷
に
候
ハ
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ん
舟
を
も
、
あ（

網
代
）

ち
木
の
用
な
と
と（

調

）ゝ

の
ひ
候
と
て
、
こ（

此

方

）

な
た
へ
よ
ひ
候
や

う
に
、
と（

取

）り
な
し
し
か
る
へ
く
候
、
円
城
寺
兵
庫
助
・
石
毛
内
記
と
、
よ

く
〳
〵
た（

談

）ん
合
候
て
、
と
か
く
よ
き
や
う
に
、
そ
の
ち（

籌

策

）

う
さ
く
専
一
候
、

（
後
欠
）

《
史
料
Ｅ
》
の
書
状
で
、
胤
富
は
次
の
三
点
を
家
臣
に
命
じ
て
い
る
。

① 

諸
浦
（
あ
る
い
は
津
々
）
に
十
艘
ほ
ど
船
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
ま
ま
そ
っ

と
し
て
お
き
、「
せ
ん
（
善
）
十
郎
」（
内
海
の
長
か
）
に
誰
か
を
付
き
添
わ

せ
て
、
明
日
の
二
十
六
日
に
確
認
さ
せ
る
こ
と
。

② 

向
郷
（
常
陸
国
側
の
浦
や
津
）
に
あ
る
船
に
つ
い
て
は
、
網
代
木
の
準
備
が

で
き
た
と
い
っ
て
此
方
（
下
総
国
側
の
浦
や
津
）
に
呼
び
集
め
る
よ
う
に
取

り
な
す
こ
と
。

③ 

こ
の
こ
と
は
、
家
臣
の
円
城
寺
兵
庫
助
と
石
毛
内
記
と
よ
く
談
合
し
て
、

首
尾
よ
く
行
く
よ
う
に
策
略
す
る
こ
と
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
軍
船
を
徴
発
す
る
た
め
の
準
備
で
あ
る
。
船
に
つ
い
て
、

も
し
諸
浦
に
十
艘
ほ
ど
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
確
保
し
、
さ
ら
に
常
陸
側
の
向

郷
の
船
も
呼
び
集
め
よ
う
と
し
て
い
た
。《
史
料
Ｅ
》
の
日
付
は
、
あ
る
い
は

八
月
二
十
五
日
か
。

《
史
料
Ｆ
》
千
葉
胤
富
書
状
（
原
文
書
二
一
号
）

（
前
欠
）

殊
ニ
御
出
候
ハ
ん
三
日
前
に
、
舟
を
悉
ひ
か
せ
ら
れ
へ
く
候
、
損
候
舟
に

い
た
る
ま
て
、
の
こ
さ
す
あ
け
さ
せ
ら
れ
へ
く
候
、
検
使
ニ
者
、
善
十
郞

を
被
仰
付
候
、
と
か
く
に
御
出
之
儀
、
い
か
に
も
隠
密
専
一
候
、
此
趣
風

聞
候
者
、
必
向
へ
舟
を
可
引
候
間
、
不
可
有
所
詮
候
、
目
出
度
、
追
而
可

被
仰
出
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

菊
月
廿
三
日　

胤（
千
葉
）
富
（
花
押
）

　
　
　
　

海
上
蔵
人
殿

　
　
　
　

石
毛
大
和
守
殿

《
史
料
Ｆ
》
で
、
胤
富
は
出
陣
（「
御
出
」
＝
自
敬
表
現
）
の
三
日
前
に
船
を
引

き
集
め
、
損
傷
の
あ
る
船
も
残
さ
ず
徴
集
す
る
こ
と
、
そ
の
検
使
役
と
し
て
、

《
史
料
Ｅ
》
で
も
、
諸
浦
の
船
の
調
査
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
「
せ
ん
（
善
）
十
郎
」

と
同
一
人
物
の「
善
十
郎
」を
任
じ
て
い
る
。そ
の
う
え
で
、出
陣
の
こ
と
は
隠
密
専
一
だ

と
い
い
、も
し
出
陣
の
風
聞
が
た
っ
た
場
合
に
は
、軍
船
は「
向
」（
向
郷
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）

の
常
陸
国
側
に
引
き
移
し
て
お
く
こ
と
な
ど
を
命
じ
て
い
る
。
検
使
役
が
同
じ

善
十
郎
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、《
史
料
Ｅ
》
と
《
史
料
Ｆ
》
で
の
軍
船
の
準
備

は
同
一
の
海
戦
に
向
け
て
の
準
備
と
み
て
よ
い
。

軍
船
の
徴
発
と
出
陣
は
、
永
禄
七
年
か
八
年
の
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
秘

密
裏
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。
す
で
に
本
拠
地
の
香
取
内
海
下
流
域
へ
の
正
木
氏

の
侵
攻
を
許
し
て
い
た
海
上
千
葉
氏
で
は
あ
っ
た
が
、
香
取
内
海
の
領
主
の
頭

領
と
し
て
の
胤
富
は
、
内
海
の
浦
や
津
そ
し
て
船
、
海
民
（
海
夫
）
へ
の
影
響

力
を
残
し
て
お
り
、
正
木
氏
側
の
軍
勢
と
の
海
戦
の
準
備
は
整
え
ら
れ
つ
つ

あ
っ
た
。

《
史
料
Ｇ
》
千
葉
胤
富
判
物
（
原
文
書
一
二
号
）

　
　
　
　
　
　
　

舟
ひ
か
せ
申
へ
き
衆

一
、
本
ち
や
う
よ
り
し
も
を
は
、

　
　
　
　
　

実
城
よ
り
小
門
衆
、

　
　
　
　
　

か（

上

代

）

し
ろ
の
弓
衆
を
く
ハ
へ
て
、

一
、
ほ
り
の
内
よ
り
舟
木
ま
て

　
　
　
　
　

に（

西

郭

）

し
く
る
わ
衆
・
い（

飯

）ゝ

田
衆
、

一
、
も（

森

戸

）

り
と
よ
り
い（

石

出

）

し
で
・
新
宿
ま
て
、

　
　
　
　
　

大
六
て（

天

郭

）

ん
く
る
わ
の
衆
、

（ 30 ）
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き
た
る
廿
七
日
ニ
、
舟
と
も
を
、

　

大
小
と
も
に
と
ら
せ
申
へ
く
候
、

　
　

九
月
廿
三
日　

胤（
千
葉
）

富
（
花
押
）

　
　
　
　

海
上
蔵
人
殿

　
　
　
　

石
毛
大
和
守
殿

《
史
料
Ｇ
》
は
、《
史
料
Ｆ
》
と
同
年
月
日
の
も
の
で
あ
り
、《
史
料
Ｆ
》
で
「
御

出
候
ハ
ん
三
日
前
に
、
舟
を
悉
ひ
か
せ
ら
れ
へ
く
候
」
と
し
た
命
令
の
具
体
的

な
内
容
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。《
史
料
Ｇ
》
に
は
、
冒
頭
に
「
舟
ひ
か
せ

申
へ
き
衆
」
と
あ
り
、
香
取
内
海
下
流
域
の
諸
浦
ご
と
に
十
艘
ほ
ど
あ
る
船
を

「
引
く
」
＝
徴
集
す
る
分
担
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
略
記
す
れ
ば
、

Ａ
：
［
本
城
よ
り
下
］
→
実
城
の
小
門
衆
と
上
代
の
弓
衆

Ｂ
：
［
堀
の
内
よ
り
舟
木
ま
で
］
→
西
郭
衆
・
飯
田
衆

Ｃ
：
［
森
戸
よ
り
石
出
・
新
宿
ま
で
］
→
大
六
天
郭
衆

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
本
城
」
と
「
堀
の
内
」
を
ど
こ
に
比
定
す
る
か
、
難
し
い
の
で
あ
る
が
、

通
説
に
し
た
が
っ
て
お
け
ば
、「
本
城
」
は
海
上
千
葉
氏
の
森
山
城
で
あ
り
、

「
堀
の
内
」
は
海
上
氏
の
「
堀
の
内
」（
銚
子
市
本
城
町
付
近
）
の
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、《
史
料
Ｆ
・
Ｇ
》
の
宛
先
の
海
上
蔵
人
と
石
毛
大
和
守
は
海
上
千
葉
氏

の
本
城
で
あ
る
森
山
城
の
城
代
（
城
将
）
で
あ
り
、
差
出
人
の
千
葉
胤
富
は
佐

倉
城
に
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
わ
か
り
や
す
い
分
担
Ｃ
：
［
森
戸
よ
り
石
出
・
新
宿
ま

で
］
は
、
森
戸
（
銚
子
市
森
戸
町
付
近
）
か
ら
石
出
・
新
宿
（
東
庄
町
石
出
・
新
宿
付

近
）
ま
で
の
諸
浦
の
船
を
徴
集
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
担
当
が
森
山
城
の
「
大

六
天
郭
衆
」
で
あ
っ
た
。
海
夫
注
文
に
載
る
津
と
し
て
は
、「
森
戸
・
笹
本
・

塩
川
・
石
出
・
今
泉
」
の
津
が
該
当
し
よ
う
（
図
2
参
照
）。

Ｂ
：
［
堀
の
内
よ
り
舟
木
ま
で
］
は
、「
堀
の
内
」
か
ら
舟
木
（
銚
子
市
小
船

木
町
付
近
）
ま
で
の
浦
の
船
で
あ
り
、
担
当
は
森
山
城
内
の
西
郭
衆
・
飯
田
衆

で
あ
っ
た
。
海
夫
注
文
に
載
る
津
と
し
て
は
、「
垣
根
・
野
尻
」（「
飯
沼
荒
野
津
」

も
含
め
て
よ
い
か
）
の
津
が
該
当
す
る
。

Ａ
：
［
本
城
よ
り
下
］
は
、「
本
城
」
＝
森
山
城
よ
り
下
流
域
と
い
う
こ
と
で
、

Ｃ
の
「
石
出
・
新
宿
」
の
手
前
ま
で
を
意
味
し
よ
う
。「
実
城
」（
森
山
城
）
の

小
門
衆
と
上
代
（
東
庄
町
）
の
弓
衆
の
担
当
で
あ
っ
た
。
海
夫
注
文
に
載
る
津

と
し
て
は
、「
笹
川
」
の
津
が
該
当
す
る
。

か
り
に
、
海
夫
注
文
に
載
る
飯
沼
荒
野
津
か
ら
笹
川
津
ま
で
の
九
津
か
ら
十

艘
ず
つ
の
軍
船
を
徴
集
し
た
と
す
る
と
、
そ
の
総
数
は
九
〇
艘
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
胤
富
が
用
意
周
到
に
軍
船
を
準
備
し
た
香
取
内
海
で
の
海
戦
が

何
時
行
わ
れ
た
の
か
は
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
る
と
、
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
二
～
三
月
に
は
、

上
杉
輝
虎
（
謙
信
）
が
常
陸
国
小
田
城
（
つ
く
ば
市
）
や
下
総
国
小
金
城
（
松
戸

市
）・
同
臼
井
城
（
佐
倉
市
）
を
攻
撃
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
小
田
城
と
臼
井

城
は
香
取
内
海
地
域
に
属
す
る
わ
け
で
、
臼
井
城
の
場
合
は
、
内
海
の
城
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
北
条
方
の
千
葉
胤
富
は
、
香
取
内
海
に
お
い
て
上
杉
方
（
里

見
方
）
の
正
木
軍
と
対
峙
し
て
お
り
、
正
木
時
茂
の
あ
と
を
継
い
だ
正
木
時
忠

（
勝
浦
正
木
氏
）
は
、同
年
七
月
に
は
、香
取
郡
か
ら
撤
退
し
て
い
る
。《
史
料
Ｅ
・

Ｆ
・
Ｇ
》
の
千
葉
胤
富
の
書
状
や
判
物
が
、
こ
の
時
の
海
戦
に
関
す
る
も
の
だ

と
す
れ
ば
、
前
年
の
永
禄
八
年
か
同
七
年
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、『
千
葉
県
史
料　

中
世
編　

諸
家
文
書
補
遺
』
の
編
者
は
、《
史
料

Ｅ
・
Ｆ
・
Ｇ
》
を
「
永
禄
九
年
～
十
一
年
か
」
と
し
て
い
る
。
原
文
書
の
な
か

の
乙
丑
（
永
禄
八
年
）
初
夏
朔
日
（
四
月
一
日
）
付
け
千
葉
胤
富
書
状
（
原
文
書
一

七
号
）
の
宛
先
は
「
石
毛
大
和
守4

殿
」
と
あ
る
が
、
同
年
七
月
二
十
日
付
け
千
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葉
胤
富
判
物
（
原
文
書
一
号
）
の
宛
先
は
「
石
毛
大
和
入
道
4

4

殿
」
で
あ
っ
た
。
右

の
編
者
が
い
う
よ
う
に
、
石
毛
大
和
守
（
定
幹
）
は
永
禄
八
年
四
月
二
日
か
ら

同
年
七
月
二
十
日
の
間
に
出
家
し
て
い
る
わ
け
で
、
原
文
書
の
宛
先
に
そ
の
ま

ま
「
石
毛
大
和
守
」
と
あ
る
文
書
は
、
永
禄
八
年
四
月
か
ら
七
月
以
前
の
文
書

と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。そ
う
だ
と
す
る
と
《
史
料
Ｆ
・
Ｇ
》
の
宛
先
は
「
石

毛
大
和
守
」
と
あ
る
の
で
、
と
も
に
前
年
の
永
禄
七
年
九
月
二
十
三
日
付
け
の

も
の
で
あ
り
、《
史
料
Ｅ
》
も
そ
の
前
後
、
あ
る
い
は
同
年
八
月
二
十
五
日
の

文
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。

永
禄
七
年
九
月
末
に
は
、
香
取
内
海
下
流
域
に
お
い
て
軍
船
を
少
な
く
と
も

九
〇
艘
ほ
ど
確
保
し
た
千
葉
胤
富
の
海
軍
は
、
正
木
氏
側
の
軍
勢
と
海
戦
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
り
に
、
こ
の
海
戦
を
「
永
禄
七
年
香
取
内
海
の
海
戦
」

と
名
付
け
て
お
く
。

そ
し
て
、
次
の
《
史
料
Ｈ
》
も
永
禄
七
年
香
取
内
海
の
海
戦
に
関
連
す
る
文

書
と
し
て
よ
い
。

《
史
料
Ｈ
》
千
葉
胤
富
条
書
（
原
文
書
一
六
号
）

　

覚
（
三
カ
条
略
）

（4）
一
、 

小（

香

取

市

）

見
川
其
外
へ
、
し（

下

）も
よ
り
入
□（

さ
）せ
候
舟
と
も
、
こ
と
〳
〵
く
も
ち

（
と
カ
）

〳
〵
の
ぬ（

主

）し
の
か
た
へ
、
た（

慥

）

し
か
に
わ
た
さ
せ
申
へ
き
事

（5）
一
、 

鹿
（
常
陸
国
鹿
島
郡
）
嶋
無
事
に
付
て
、
是
よ
り
□（

こ
と
）
□
ハ
り
に
お
よ
ひ
候
こ
と
く
ハ
、

海
上
宮
内
太
輔
と
ゝ
け
候
て
、
常
州
へ
ま
か
り
う
つ
り
候
も
の
、
一

円
ニ

三

（
三
崎
荘
カ
　
下
総
国
海
上
郡
）

庄

へ
出
入
か
な
ふ
へ
か
ら
さ
る
由
、
相
定
候
間
、
其

心
得
尤
候
、
但
、
宮
内
太
輔
方
へ
手
き（

切

）れ
い
た
し
、
当
国
に
て
旦
那

な
と
と
り
候
ハ
ん
も
の
ハ
、
国
中
の
は（

徘

徊

）

い
く
わ
い
ハ
い
た
す
へ
く
候
、

そ
れ
も
三
庄
へ
之
出
入
を
ハ
、
あ（

相

止

）

ひ
や
め
ら
る
之
事

　
（
二
か
条
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
二
月
廿
三
日　
（
花

（
千
葉
胤
富
）

押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
上
蔵
人
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
毛
大
和
守
殿

《
史
料
Ｈ
》
は
、
右
の
永
禄
七
年
香
取
内
海
の
海
戦
の
戦
後
処
理
に
関
わ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
千
葉
胤
富
は
、
第
四
か
条
目
で
「
一
、
小
見
川
其
外
へ
、

下
よ
り
入
□（

さ
）せ
候
舟
と
も
、
こ
と
ご
と
く
元
々
の
主
の
方
へ
、
確
か
に
渡
さ
せ

申
べ
き
事
」
と
指
示
し
て
い
る
。「
小
見
川
其
外
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
海
戦

の
主
戦
場
が
、
勝
浦
正
木
氏
が
拠
点
と
し
た
小
見
川
周
辺
に
あ
っ
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
下
よ
り
入
□（

さ
）せ

候
舟
ど
も
」
と
は
、《
史
料
Ｇ
》
で
、

森
山
城
の
郭
衆
な
ど
が
徴
発
し
た
香
取
内
海
下
流
域
の
津
々
浦
々
の
船
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
徴
用
さ
れ
た
軍
船
は
そ
の
す
べ
て
が
元
の
持
ち
主
（
津
や
海
夫
）

へ
返
却
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
第
五
か
条
目
に
は
、（
常
陸
国
側
の
）
鹿
島
で
は
戦
乱
は
収
ま
っ
て

い
る
の
で
、「
こ
と
ハ
り
（
断
り
）
に
お
よ
び
候
ご
と
く
ハ
」（
事
情
の
説
明
・
通

告
を
す
る
手
は
ず
で
あ
る
が
）
と
し
た
う
え
で
、
①
（
戦
乱
に
当
た
っ
て
）
海
上
宮
内

太
輔
（
に
）
届
け
て
常
州
へ
移
っ
た
者
は
、
今
後
「
三
庄
」（
三
崎
荘
→
海
上
郡
）

へ
の
出
入
り
は
禁
止
す
る
と
定
め
た
の
で
よ
く
心
得
る
こ
と
、
②
宮
内
太
輔
方

へ
手
切
れ
を
し
て
、
下
総
国
で
別
の
旦
那
な
ど
を
取
っ
た
者
は
、
下
総
国
内
で

の
徘
徊
（
通
行
、
活
動
）
は
許
さ
れ
る
が
、
三
崎
荘
へ
の
出
入
り
は
止
め
る
こ
と

と
あ
る
。

「
海
上
宮
内
太
輔
」
に
つ
い
て
、
子
細
な
検
証
は
で
き
な
い
が
、
海
上
氏
の

惣
領
で
も
あ
る
胤
富
が
三
崎
荘
（「
海
上
郡
」）
の
支
配
権
を
委
ね
た
代
官
的
存

在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
海
上
宮
内
大
輔
に
届
け
て
、
常
陸
国
に
移

（
34
）

（ 32 ）

都留文科大学研究紀要　第97集（2023年 3月）



る
と
か
、
手
切
れ
を
し
て
下
総
国
内
で
別
の
旦
那
を
取
る
と
い
う
の
は
、
先
の

宮
内
清
右
衛
門
尉
の
よ
う
な
香
取
内
海
下
流
域
、
海
上
郡
の
野
尻
宿
や
高
田
宿

の
商
人
の
行
動
を
意
味
し
よ
う
。
戦
乱
に
お
い
て
、
三
崎
荘
（
海
上
郡
）
の
領

主
（
代
官
）
海
上
宮
内
大
輔
に
従
わ
な
か
っ
た
商
人
は
、
以
後
、
三
崎
荘
へ
の

出
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、
千
葉
介
と
し
て
の
胤
富
は
、

下
総
国
内
で
別
の
旦
那
を
取
っ
た
商
人
の
三
崎
荘
（
海
上
郡
）
以
外
で
の
活
動

は
保
証
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
海
上
千
葉
氏
と
し
て
の
立
場
と
千
葉
介
と

し
て
の
立
場
を
使
い
分
け
た
、
胤
富
に
よ
る
領
国
内
の
商
人
統
制
の
一
環
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
海
上
千
葉
氏
は
香
取
内
海
下
流
域
の
津
々
浦
々
に
属
す

る
船
を
強
制
的
に
徴
集
し
、
軍
船
に
仕
立
て
て
、
海
戦
に
及
ぶ
内
海
の
領
主
の

頭
領
で
あ
り
、
他
方
で
、
香
取
内
海
下
流
域
の
宿
な
ど
に
属
す
る
商
人
を
統
制

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
香
取
内
海
の
交
流
・
流
通
を
支
配
し
つ
つ
あ
る
存
在
で

あ
っ
た
。

三　

内
海
の
領
主
と
商
船
の
活
動

そ
の
後
、
胤
富
は
、
永
禄
八
年
四
月
に
は
、
森
山
城
の
城
代
（
城
将
）
の
海

上
中
務
少
輔
と
石
毛
大
和
守
に
対
し
て
森
山
城
下
の
武
士
に
本
領
を
返
付
す
る

旨
、
指
示
し
て
い
る
（
原
文
書
一
七
号
）。
さ
ら
に
同
年
七
月
に
は
、
海
上
郡
須

賀
郷
で
の
塩
荷
役
に
関
す
る
指
示
を
森
山
城
代
（
城
将
）
の
石
毛
大
和
入
道
と

原
大
炊
助
に
出
し
て
い
る
（
原
文
書
一
号
）。
永
禄
八
年
ま
で
に
は
、
海
上
千
葉

氏
と
し
て
の
胤
富
は
、
香
取
内
海
下
流
域
か
ら
香
取
郡
・
海
上
郡
の
支
配
権
を

回
復
し
た
の
で
あ
っ
た
。

先
述
の
よ
う
に
、
翌
永
禄
九
年
三
月
、
上
杉
輝
虎
が
下
総
国
臼
井
城
を
攻
撃

す
る
が
敗
退
。
同
年
閏
八
月
に
は
、
粟
飯
原
氏
が
本
拠
の
小
見
川
城
に
復
帰
し

て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
経
て
、
鬼
怒
川
＝
香
取
内
海
の
地
域
世
界
の
新
た
な
展
開

を
伝
え
る
の
が
、
次
の
宮
内
文
書
で
あ
る
。

《
史
料
Ｉ
》
簗
田
持
助
判
物
写
（
宮
内
文
書
五
号
）

従
下
総
小

（
東
庄
町
）

南
乗
船
壱
艘
、
実
城
役
之
儀
申
上
候
、
御
知
行
之
内
不
可
有

　

相
違
者
也
、
仍
如
件
、

　
　

永（

一

五

七

〇

）

禄
十
三
年
庚午

　
　
　
　
　

六
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　

宮
内
清
右
衛
門
尉
殿

差
出
人
の
簗
田
氏
は
、
古
河
公
方
足
利
氏
の
家
臣
で
あ
っ
た
が
、
当
該
期
の

簗
田
持
助
（
同
名
の
高
祖
父
と
は
別
人
）
は
、
父
晴
助
と
と
も
に
北
条
氏
が
擁
立

し
た
足
利
義
氏
を
古
河
公
方
と
認
め
ず
、
里
見
氏
や
上
杉
輝
虎
・
佐
竹
義
重
の

支
援
で
関
宿
城
（
野
田
市
）
を
拠
点
に
北
条
氏
と
交
戦
し
て
い
た
と
い
う
。
そ

の
簗
田
持
助
が
、
永
禄
十
三
年
（
一
五
七
〇
）
に
香
取
内
海
下
流
域
、
海
上
郡

の
野
尻
宿
を
本
貫
と
す
る
商
人
宮
内
清
右
衛
門
尉
が
所
持
す
る
「
下
総
小
南

（
東
庄
町
）
よ
り
乗
船
一
艘
」
を
、「
実
城
役
」（
実
城
は
本
城
の
こ
と
）
の
役
船
（
公

役
の
た
め
に
民
間
か
ら
差
し
出
す
船
）
と
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
《
史
料
Ｉ
》
は
、
簗
田
持
助
が
関
宿
城
か
ら
鬼
怒
川
＝
香
取
内
海
下

流
域
に
か
け
て
の
支
配
権
を
海
上
千
葉
氏
か
ら
奪
い
取
り
、
海
上
の
有
力
商
人

の
宮
内
氏
の
所
持
船
（
商
船
）
を
役
船
と
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の

流
域
を
「
御
知
行
之
内
」
＝
簗
田
領
と
し
、
海
上
の
有
力
商
人
宮
内
氏
の
船
（
商

船
）
を
簗
田
氏
の
役
船
と
す
る
こ
と
で
、
水
上
交
通
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
関
宿
城
は
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
に
陥
落
し
、
持
助
は
支
城

（
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の
水
海
城
（
古
河
市
）
に
追
放
さ
れ
る
が
、
後
に
古
河
公
方
の
足
利
義
氏
の
許

に
出
仕
し
、
筆
頭
重
臣
と
な
る
。

さ
ら
に
、
次
の
史
料
は
、
下
総
の
国
分
氏
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

《
史
料
Ｊ
》
国
分
胤
政
朱
印
状
写
（『
戦
国
遺
文　

房
総
編
』
三
巻
一
六
六
四
号
）

於
当
地
津（
鹿
嶋
市
）賀
、
自
来
秋
い
く
久
し
く
百
疋
ツ
ヽ
可
進
候
、
其
上
万
一

帰（
下
総
国
矢
作
城
）

城
も
候
者
、
千
疋
之
知
行
其
方
・
同（

藤
枝
）弥

八
郎
代
迄
も
不
可
有
相
違

候
、
其
外
何
事
ニ
お
ゐ
て
も
、
少
わ（

マ
マ
）ヽ

不
可
有
別
心
候
、
仍
一
筆
如
件
、

　
　

寅
（
天
正
六
年
カ
十
一一

五
七
八
）

月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　

胤（
国
分
）
政
（
朱
印
）

　
　
　
　
　

藤
枝
五
郎
右
衛
門
殿

差
出
人
の
国
分
胤
政
は
、
千
葉
氏
一
族
で
下
総
国
大
戸
荘
を
支
配
し
て
い
た

が
、
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
三
月
～
八
月
、
里
見
氏
に
居
城
の
矢
作
城
を
攻

め
ら
れ
、
さ
ら
に
天
正
六
年
三
月
に
は
正
木
氏
に
攻
め
ら
れ
て
、
常
陸
国
の
鹿

島
郡
津
賀
（
鹿
嶋
市
津
賀
）
に
逃
れ
て
い
た
。
胤
政
の
妻
が
鹿
島
治
時
の
娘
で

あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。《
史
料
Ｊ
》
の
朱
印
状
は
、
天
正
六
年
十
一
月
に
胤
政

が
没
落
先
の
津
賀
で
発
給
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

国
分
胤
政
は
、
津
賀
に
お
い
て
、
宛
先
の
藤
枝
五
郎
右
衛
門
と
子
息
の
弥
八

郎
の
代
ま
で
、
来
秋
よ
り
百
疋
を
給
与
す
る
。
も
し
下
総
国
の
矢
作
城
に
帰
城

し
た
ら
、千
疋
分
の
知
行
分
を
与
え
る
の
で
、「
そ
の
外
何
事
に
お
い
て
も
、（
中

略
）
別
心
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、「
続

常
陸
遺
文
四
」
所
収
の
も
の
で
あ
り
、
編
者
の
色
川
三
中
（
一
八
〇
一
～
一
八
五

五
）
の
注
記
に
「
鹿
島
大
船
津
藤
枝
五
郎
右
衛
門
所
蔵
」
と
あ
り
、
藤
枝
父
子

は
鹿
島
大
船
津
の
商
人
（
後
述
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
国
分
氏
が
大
船

津
の
商
人
を
配
下
に
お
こ
う
と
し
た
の
は
、
国
分
氏
も
下
総
国
大
戸
荘
の
支
配

の
み
で
は
な
く
、
香
取
内
海
の
領
主
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
先
述
し
た
よ
う

に
、
姻
族
の
鹿
島
氏
も
同
様
に
内
海
の
領
主
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
姻
族
関
係
に

も
よ
り
な
が
ら
、
香
取
内
海
を
支
配
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
翌
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
六
月
、
額
賀
丹
後
守
（
額
賀
氏
は
、
北

浦
の
糠
（
額
）
賀
津
の
領
主
）
が
下
総
国
に
滞
在
し
て
い
る
が
、
滞
在
先
は
国
分

氏
の
矢
作
城
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
国
分
胤
政
は
、《
史
料
Ｊ
》

を
発
給
し
た
後
に
矢
作
城
に
帰
城
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

次
に
あ
げ
る
宮
内
文
書
の
一
通
は
、《
史
料
Ｊ
》
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

《
史
料
Ｋ
》
額
賀
幹
勝
判
物
写
（
宮
内
文
書
一
二
号
）

藤
枝
弥
八
郎
船
之
事
、
額
賀
長
門
守
判
□

（
物
ヵ
）船
ニ
而
候
、
当
領
衆
之
事
者

勿
論
、
小

（
小
見
川
　
香
取
市
）

見
河
衆
御
挽

（
覧
之
方
カ
）

与

横
合
不
可
有
之
候
、
為
後
日
用
一

筆
候
、
以
上
、

　
　
　

霜
月
十
日　
　
　
　
　

額
賀
長
門
守

幹
勝
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　

藤
枝
弥
八
郎
殿

宮
内
文
書
は
、
宮
本
茶
村
（
元
球
、
一
七
九
三
～
一
八
六
二
）
に
よ
る
「
常
陸
誌

料
」
所
収
の
も
の
で
あ
る
が
、《
史
料
Ｋ
》
の
茶
村
の
写
に
は
、
茶
村
に
よ
る

考
証
（
注
記
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　

 

額
賀
長
門
守
幹
勝
ハ
元
鹿
島
氏
の
老
臣
に
て
、
佐
竹
東
中
務
少
輔
義
久
に

仕
ふ
、
鹿
島
護
摩
堂
棟
札
ニ
義
久
の
臣
を
連
書
せ
り
、
此
書
天
正
十
九
年

よ
り
慶
長
四
年
迄
義
久
鹿
島
を
領
せ
し
時
の
物
な
る
へ
し
、
藤
枝
弥
八
郎

ハ
鹿
島
大
船
津
の
人
に
て
、
親
を
五
郎
右
衛
門
と
云
ふ
、
其
家
ニ
国
分
胤

政
流
落
之
後
の
文
書
あ
り
、
父
子
の
名
を
連
書
せ
り
、
今
此
書
の
意
義
た

る
ハ
舟
の
事
を
横
合
な
き
為
に
小
見
川
よ
り
伝
へ
し
に
や
、
当
時
小
見
川

御
代
官
吉
田
佐
太
郎
ハ
匝
瑳
海
上
ま
て
の
政
務
を
行
ひ
た
る
事
、
元
和
八

年
の
検
注
帳
に
み
ゆ
。

こ
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
差
出
人
の
額
賀
長
門
守
幹
勝
は
も
と
鹿
島
氏
の
老
臣

で
、
佐
竹
東
中
務
少
輔
義
久
の
家
臣
と
し
て
、
鹿
島
護
摩
堂
の
棟
札
に
そ
の
名
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が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
こ
と
か
ら
、《
史
料
Ｋ
》
は
、
佐
竹
東
義
久

が
鹿
島
を
領
し
た
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
か
ら
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
ま

で
の
文
書
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、「
藤
枝
弥
八
郎
ハ
鹿
島
大
船
津
の
人

に
て
、
親
を
五
郎
右
衛
門
と
云
ふ
、
其
家
ニ
国
分
胤
政
流
落
之
後
の
文
書
あ
り
、

父
子
の
名
を
連
書
せ
り
」
と
《
史
料
Ｊ
》
の
存
在
を
述
べ
る
。
さ
ら
に
「
今
此

書
の
意
義
た
る
ハ
舟
の
事
を
横
合
な
き
為
に
小
見
川
よ
り
伝
へ
し
に
や
」
と
し

て
い
る
。

茶
村
の
考
証
に
し
た
が
え
ば
、《
史
料
Ｋ
》
は
、
佐
竹
東
義
久
が
鹿
島
を
支

配
し
た
文
禄
期
前
後
の
も
の
で
、
佐
竹
氏
の
家
臣
と
な
っ
て
い
た
額
賀
幹
勝

は
、
鹿
島
郡
額
賀
（「
海
夫
注
文
」
の
津
と
し
て
は
「
糠
賀
」）
を
名
字
の
地
と
し
た

額
賀
氏
の
一
族
で
あ
ろ
う
。
そ
の
額
賀
幹
勝
が
大
船
津
の
商
人
藤
枝
弥
八
郎
の

船
（
商
船
）
は
私
の
「
判
物
船
」
で
あ
る
の
で
、「
当
領
衆
」（
当
領
が
鹿
島
領
で

あ
れ
ば
、
鹿
島
領
の
商
人
衆
）
は
も
ち
ろ
ん
下
総
国
側
の
「
小
見
河
衆
」（
小
見
川
の

商
人
衆
）
も
横
合
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
藤
枝
弥

八
郎
船
に
与
え
た
過
書
で
あ
っ
た
。
過
書
は
、
香
取
内
海
下
流
域
で
の
自
由
な

通
行
を
保
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
佐
竹
氏
の
支
配
下
に
入
っ
て
も
、
香
取
内
海

の
実
質
的
な
支
配
権
は
、
内
海
の
領
主
た
る
額
賀
氏
な
ど
が
留
保
し
て
い
た
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
鹿
島
郡
の
額
賀
氏
が
藤
枝
弥
八
郎
の
商
船
に
与
え
た
過
書
の
写
し

が
宮
内
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
の
は
、
下
総
国
側
の
商
人
宮
内
氏
は
「
小
見
河

衆
」
に
属
し
て
お
り
、
藤
枝
弥
八
郎
の
商
船
が
小
見
川
に
入
港
し
た
際
に
、「
小

見
河
衆
」
の
代
表
の
宮
内
氏
に
提
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち

な
み
に
、
茶
村
は
、
こ
の
文
書
の
意
義
を
「
舟
の
事
を
横
合
な
き
為
に
小
見
川

よ
り
伝
へ
し
に
や
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
舟
の
事
を
横
合
な
き
為
に
小

見
川
へ4

伝
へ
し
も
の
」
と
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
十
六
世
紀
末
の
香
取
内
海
下

流
域
に
は
、
北
浦
の
鹿
島
領
商
人
衆
に
属
す
る
商
船
が
通
行
し
、
小
見
川
を
拠

点
と
し
た
「
小
見
河
（
商
人
）
衆
」
と
の
軋
轢
も
想
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た

め
に
過
書
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

《
史
料
Ｉ
》
で
の
宮
内
清
右
衛
門
尉
の
商
船
、
や
は
り
宮
内
清
右
衛
門
尉
が

拵
え
た
「
御
舟
」（
宮
内
文
書
七
号
）、
そ
し
て
「
塩
舟
」（
原
文
書
一
号
）
も
含
め
て
、

戦
国
時
代
の
鬼
怒
川
＝
香
取
内
海
地
域
に
は
、
多
数
の
海
夫
船
と
と
も
に
有
力

商
人
（
鹿
島
領
商
人
衆
や
小
見
河
商
人
衆
）
が
所
持
し
た
商
船
も
行
き
交
っ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
近
世
初
頭
の
利
根
川
の
東
遷
事
業

に
よ
っ
て
成
立
す
る
近
世
利
根
川
水
運
＝
内
川
廻
し
の
前
提
と
な
る
も
の
で

あ
っ
た
。

お
わ
り
に

第
一
章
三
節
で
述
べ
た
海
上
氏
や
鹿
島
氏
（
お
よ
び
そ
の
配
下
に
あ
る
庶
子
や
従

者
）
に
よ
る
津
々
を
介
し
た
「
海
夫
」
に
対
す
る
支
配
権
が
、
第
二
章
で
検
証

し
た
戦
国
末
期
の
千
葉
胤
富
関
係
史
料
に
み
ら
れ
る
香
取
内
海
下
流
域
の
船
や

海
民
の
支
配
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

室
町
時
代
の
香
取
内
海
で
は
、
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
の
海
夫
注
文
に
み

え
る
下
総
国
側
の
津
は
二
四
津
、
常
陸
国
側
の
津
が
五
三
津
で
、
合
わ
せ
て
七

七
津
が
確
認
さ
れ
る
。
か
り
に
《
史
料
Ｅ
》
に
記
載
さ
れ
た
「
諸
浦
に
十
艘
」

の
海
夫
船
が
所
属
し
て
い
た
と
す
る
と
、
香
取
内
海
に
存
在
し
た
海
夫
船
は
七

七
〇
艘
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
海
夫
船
は
、
戦
国
末
期
の
香
取
内
海

を
め
ぐ
る
北
条
方
の
海
上
千
葉
氏
と
里
見
氏
・
正
木
氏
（
あ
る
い
は
上
杉
氏
や
佐

竹
氏
）
と
の
合
戦
に
お
い
て
、
軍
船
と
し
て
徴
発
さ
れ
、
海
戦
に
投
入
さ
れ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
海
夫
（
海
民
）
も
兵
士
や
水
主
な
ど
と
し
て
動
員
さ
れ
た
で
あ
ろ

（
38
）

（
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）
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う
。ま

た
、
戦
国
末
期
の
香
取
内
海
に
は
、
下
総
国
側
の
海
上
の
宮
内
氏
や
常
陸

国
側
の
大
船
津
の
藤
枝
氏
な
ど
の
商
人
が
所
持
す
る
商
船
が
通
行
し
て
お
り
、

香
取
内
海
の
津
々
を
支
配
下
に
お
い
た
内
海
の
領
主
た
ち
（
海
上
千
葉
氏
・
国
分

氏
・
鹿
島
氏
・
額
賀
氏
・
簗
田
氏
な
ど
）
は
商
船
に
過
書
を
発
給
し
て
保
護
し
た
り
、

役
船
と
し
て
支
配
下
に
お
こ
う
と
し
て
い
た
。
当
該
地
域
で
の
戦
国
の
争
乱

は
、
香
取
内
海
の
支
配
権
を
め
ぐ
る
も
の
で
、
香
取
内
海
の
海
夫
（
海
民
）
や

海
夫
船
、
商
船
と
商
船
を
所
持
し
た
商
人
衆
を
獲
得
す
る
た
め
の
争
い
で
あ

り
、
鬼
怒
川
＝
香
取
内
海
地
域
の
流
通
を
め
ぐ
る
争
乱
で
あ
っ
た
。

註（
1
） 

鈴
木
哲
雄
『
中
世
関
東
の
内
海
世
界
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
の
第
Ⅱ

部
「
中
世
の
香
取
内
海
世
界
」・
第
Ⅲ
部
「
中
世
香
取
社
と
内
海
世
界
」

な
ど
。
同
「
鬼
怒
川
＝
香
取
内
海
の
地
域
世
界
」（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
海

洋
・
内
海
・
河
川
の
地
域
史
―
茨
城
の
史
的
空
間
―
』
雄
山
閣
、
二
〇
二
二
年
所
収
）

も
参
照
。

（
2
） 

網
野
善
彦
「
海
民
の
社
会
と
歴
史
（
二
）」（『
社
会
史
研
究
』
二
号
、
日
本
エ
デ
ィ

タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
八
三
年
）、
同
『
日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）

（
3
） 

佐
藤
博
信
「
常
総
地
域
史
の
展
開
と
構
造
」（
同
『
中
世
東
国
の
権
力
と
構
造
』

校
倉
書
房
、
二
〇
一
三
年
。
初
出
二
〇
一
〇
年
）、
横
田
光
雄
「
戦
国
期
の
小
見

川
と
種
徳
寺
」（『
千
葉
史
学
』
五
五
号
、
二
〇
〇
九
年
）。
同
様
の
視
点
か
ら
、

飛
田
英
世
「
中
世
鹿
島
社
と
大
船
津
」（『
千
葉
県
立
大
利
根
博
物
館
調
査
研
究

報
告
書
』
八
号
、
一
九
九
九
年
）
は
、
中
世
鹿
島
社
の
大
船
津
（
津
宮
）
を
霞
ヶ

浦
・
利
根
川
下
流
地
域
の
水
運
史
に
位
置
付
け
て
い
る
。

（
4
） 「
香
取
内
海
下
流
域
」
と
は
、
下
総
国
海
上
郡
と
常
陸
国
鹿
島
郡
に
挟
ま

れ
た
流
域
（
現
在
の
利
根
川
下
流
域
、
香
取
市
あ
る
い
は
潮
来
市
・
鹿
嶋
市
か
ら
下

流
）
と
し
て
お
く
（
図
2
参
照
）。

（
5
） 

外
山
信
司
「「
原
文
書
」
と
戦
国
期
の
海
上
氏
に
つ
い
て
」（
佐
藤
博
信
編
『
中

世
東
国
史
の
総
合
的
研
究
』（
研
究
報
告
書
）
千
葉
大
学
大
学
院
、
二
〇
一
一
年
）。

千
葉
胤
富
に
関
す
る
基
本
文
献
に
は
、
小
笠
原
長
和
「
戦
国
末
期
に
お

け
る
下
総
千
葉
氏
」（
同
『
中
世
房
総
の
政
治
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五

年
。
初
出
一
九
七
〇
年
）
が
あ
る
。
小
笠
原
も
触
れ
る
が
、「
千
葉
大
系
図
」

に
よ
れ
ば
、
粟
飯
原
胤
次
の
妹
に
「
海
上
山
城
守
妻
」
と
あ
り
、
さ
ら

に
「
後
海
上
山
城
守
・
府
中
大
掾
清
幹
・
千
葉
介
胤
富
妻
…
等
母
也
」

と
注
記
さ
れ
て
い
る
。「
海
上
山
城
守
」
は
二
代
に
わ
た
る
官
途
で
あ
り
、

胤
富
は
粟
飯
原
胤
次
の
妹
が
う
ん
だ
「
海
上
山
城
守
」
の
娘
に
婿
入
り

し
た
わ
け
で
、
義
兄
弟
に
は
二
代
目
の
「
海
上
山
城
守
」
や
「
府
中
大

掾
清
幹
」（
常
陸
大
掾
家
の
養
子
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
な
ど
が
い
た
。
ま
た

「
千
葉
大
系
図
」
で
は
、
粟
飯
原
胤
次
に
つ
い
て
「
下
総
国
小
見
川
城
に

居
し
、
千
葉
介
胤
富
佐
倉
城
に
移
る
の
後
、
森
山
城
を
賜
う
」
と
あ
る
。

な
お
、
粟
飯
原
胤
次
の
後
継
者
光
胤
は
、「
実
は
北
条
氏
康
の
九
男
」
で

あ
り
、
光
胤
の
後
継
者
俊
胤
は
、
千
葉
介
邦
胤
の
次
男
で
「
東
庄
森
山

城
に
居
す
」
と
あ
る
。

（
6
） 

滝
川
恒
昭
「
戦
国
期
房
総
に
お
け
る
流
通
商
人
の
存
在
形
態
」（
千
葉
歴
史

学
会
編
『
中
世
東
国
の
地
域
権
力
と
社
会
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
所
収
）。『
千

葉
県
の
歴
史　

資
料
編　

中
世
5
』
補
遺
（
県
外
文
書
1
）
所
収
「〔
茨
城

県
〕
二
「
常
総
誌
料
」
所
収
宮
内
文
書
」。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
該
当

箇
所
に
「
宮
内
文
書
一
号
」
な
ど
と
略
記
す
る
。
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（
7
） 

外
山
信
司
「「
原
文
書
」
に
見
る
森
山
城
」（
石
橋
一
展
編
『
下
総
千
葉
氏
』
戎

光
祥
出
版
、
二
〇
一
五
年
所
収
。
初
出
一
九
九
二
年
）、
同
「「
千
葉
胤
富
条
書
」

に
つ
い
て
」（『
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
研
究
紀
要
』
二
六
号
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
。

『
千
葉
県
史
料　

中
世
編　

諸
家
文
書
補
遺
』
所
収
「
千
葉
市
立
郷
土
博

物
館
所
蔵
文
書
〔
原
文
書
〕」。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
該
当
箇
所
に
「
原

文
書
一
号
」
な
ど
と
略
記
す
る
。

（
8
） 

鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
海
上
氏
に
つ
い
て
は
、
千
葉
県
海
上
郡
教

育
会
編
『
千
葉
県
海
上
郡
誌
』（
同
会
、
一
九
一
七
年
）
の
第
二
章
・
第
一

三
章
、
小
笠
原
長
和
「
下
総
三
崎
荘
の
古
寺
と
海
上
千
葉
氏
」（
前
掲
『
中

世
房
総
の
政
治
と
文
化
』
所
収
。初
出
一
九
六
九
年
）、篠
崎
四
郎
編
『
銚
子
市
史
』

（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）
の
第
三
章
「
中
世
」、
横
田
光
雄
「
九
条
家

領
下
総
国
三
崎
荘
に
つ
い
て
」（『
千
葉
県
の
歴
史
』
四
二
・
四
三
号
、
一
九
九

二
年
）、
同
「
下
総
円
福
寺
と
守
護
、
国
人
」（『
国
史
学
』
一
五
一
号
、
一
九

九
三
年
）
な
ど
参
照
。

（
9
）『
銚
子
市
史
』
は
、
居
城
を
同
郡
舟
木
郷
中
島
城
と
す
る
（
一
二
〇
頁
）。

（
10
） 『
鎌
倉
遺
文
』
第
二
巻
九
六
〇
号
（
下
総
香
取
旧
大
禰
宜
家
文
書
）。「
三
崎

庄
」・「
同
加
納
横
根
」
の
次
に
「
同
加
納
須
賀
三
郷
」
と
あ
る
。

（
11
） 

三
崎
荘
（
海
上
荘
）
に
つ
い
て
は
、『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
12　

千
葉
県
』

「
み
さ
き
の
し
ょ
う　

三
崎
荘
」
お
よ
び
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
12　

千

葉
県
の
地
名
』
の
「
三
崎
庄
・
海
上
庄
」
参
照
。『
吾
妻
鏡
』
に
お
い
て

片
岡
常
春
の
所
領
が
「
三
崎
庄
、
舟
木
、
横
根
」
と
あ
る
の
は
、
ほ
ん

ら
い
三
崎
荘
＝
海
上
荘
（
海
上
郡
）
で
は
な
く
、
横
根
郷
は
三
崎
荘
の
加

納
地
で
あ
り
、
舟
木
は
荘
外
の
舟
木
郷
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
先

に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
千
葉
氏
系
の
海
上
行
胤
は
、「
千
葉
大
系
図
」
で
は
、

「
船
（
舟
）
木
」
と
号
し
、
同
じ
く
教
胤
は
「
横
根
郷
主
」
と
あ
っ
た
。

（
12
） 

鈴
木
哲
雄
『
中
世
関
東
の
内
海
世
界
』（
前
掲
）
第
Ⅱ
部
第
四
章
「
香
取

内
海
の
歴
史
風
景
」（
初
出
一
九
九
四
年
）

（
13
） 

木
村
修
「
東
部
常
総
国
境
地
域
の
木
内
氏
関
係
史
料
」（『
千
葉
県
立
中
央
博

物
館
研
究
報
告
―
人
文
科
学
』
六
号
、
一
九
九
三
年
）。
こ
の
論
考
に
は
「
木
内

氏
系
譜
」
な
ど
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

坪
井
良
平
『
日
本
古
鐘
銘
集
成
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
二
年
）
の
「
一
三
二

長
勝
寺
鐘
」。
右
の
木
村
論
考
に
、
木
村
に
よ
る
現
物
と
の
校
合
の
成
果

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
清
拙
正
澄
な
ど
の
渡
来
僧
に
つ
い
て
は
、

村
井
章
介
「
渡
来
僧
の
世
紀
」（
同
『
東
ア
ジ
ア
往
還
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九

五
年
。
初
出
一
九
九
二
年
）
や
同
『
日
本
中
世
の
異
文
化
接
触
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
の
第
Ⅱ
部
の
諸
論
考
な
ど
参
照
。

（
15
） 

木
村
修
「
東
部
常
総
国
境
地
域
の
木
内
氏
関
係
史
料
」（
前
掲
）
は
、
木

内
胤
長
を
「
千
葉
大
系
図
」
に
載
る
東
胤
頼
の
孫
（
木
内
胤
朝
の
子
）
の
「
胤

長
」（「
下
総
五
郎
」）
に
比
定
す
る
説
（『
日
本
歴
史
地
名
大
系
8　

茨
城
県
の
地

名
』
の
「
長
勝
寺
」
の
項
）
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
年
代
が
合
わ
な
い
。「
千

葉
大
系
図
」
に
は
も
う
一
人
、
木
内
胤
朝
の
子
行
胤
の
孫
に
「
胤
長
」

が
い
る
。
こ
の
「
胤
長
」
は
、「
同
（
下
総
）
十
郞
」
あ
る
い
は
「
元
弘
三

年
（
一
三
三
三
）
五
月
廿
二
日
、
鎌
倉
合
戦
於
葛
西
谷
討
死
」
と
注
記
さ

れ
て
お
り
、
年
代
的
に
は
こ
の
「
胤
長
」
を
道
暁
に
比
定
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

（
16
）『
茨
城
県
史
料　

中
世
Ⅱ
』
所
収
「
根
本
寺
文
書
」。

（
17
）
横
田
光
雄
「
戦
国
期
の
小
見
川
と
種
徳
寺
」（
前
掲
）

（
18
）『
茨
城
県
の
地
名
』（
前
掲
）
の
「
根
本
寺
」
の
項
。

（
19
） 
村
石
正
行
「
売
買
契
約
と
売
寄
進
」（
同
『
中
世
の
契
約
社
会
と
文
書
』
思
文

閣
出
版
、
二
〇
一
三
年
。
初
出
一
九
九
七
年
）。「
買
寄
進
」
の
意
味
を
ど
の
よ
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う
に
考
え
る
か
、
村
石
は
「
買
得
即
時
寄
進
型
売
寄
進
」
と
い
う
理
解

を
示
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
20
） 
横
田
光
雄
「
戦
国
期
の
小
見
川
と
種
徳
寺
」（
前
掲
）。
佐
藤
博
信
「
常
総

地
域
史
の
展
開
と
構
造
」（
前
掲
）
は
、
木
村
修
「
東
部
常
総
国
境
地
域

の
木
内
氏
関
係
史
料
」（
前
掲
）
や
横
田
の
議
論
を
受
け
て
、木
内
氏
を
「
蔵

本
」
を
兼
ね
る
存
在
と
み
て
い
る
。
当
然
、
常
陸
国
側
の
鹿
島
氏
も
内

海
の
領
主
で
あ
っ
た
。
戦
国
時
代
に
お
け
る
小
見
川
の
粟
飯
原
氏
、
香

取
内
海
の
下
総
国
側
の
東
氏
や
国
分
氏
と
、
常
陸
国
側
の
鹿
島
氏
・
木

滝
氏
・
大
掾
氏
や
鹿
島
社
当
禰
宜
中
臣
氏
と
の
婚
姻
・
入
嗣
関
係
や
軍

事
的
連
携
に
つ
い
て
も
、
横
田
や
佐
藤
が
関
係
系
図
な
ど
か
ら
詳
述
し

て
い
る
。
な
お
鹿
島
神
宮
の
当
禰
宜
と
東
氏
、
同
じ
く
総
大
行
事
と
国

分
氏
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
村
井
章
介
「
鹿
島
社
領
」（『
講
座
日
本

荘
園
史　

5
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）
が
指
摘
し
て
い
た
。

（
21
） 

鈴
木
哲
雄
「
鬼
怒
川
＝
香
取
内
海
の
地
域
世
界
」（
前
掲
）。
な
お
、「
海

夫
注
文
」
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
哲
雄
「
海
夫
注
文
の
史
料
的
性
格
」（
同
『
香

取
文
書
と
中
世
の
東
国
』
同
成
社
、
二
〇
〇
九
年
。
初
出
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
22
）『
南
北
朝
遺
文　

関
東
編
』
第
五
巻
三
七
二
三
号
（
下
総
香
取
大
禰
宜
家
文
書
）

（
23
）
同
右
三
七
三
七
号
（
下
総
香
取
大
禰
宜
家
文
書
）

（
24
）
同
右
三
七
二
七
号
（
下
総
香
取
大
禰
宜
家
文
書
）

（
25
） 「
鹿
島
治
乱
記
」
に
み
え
る
鹿
島
氏
と
千
葉
氏
や
千
葉
氏
一
族
（
東
氏
・
木

内
氏
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
飛
田
英
世
『
鹿
島
中
世
回
廊
』（
鹿
島
町

文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業
団
、
一
九
九
二
年
）
第
三
章
参
照
。

（
26
） 

黒
田
基
樹
『
戦
国
の
房
総
と
北
条
氏
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
第
一
章

「
下
総
千
葉
氏
の
領
国
支
配
」。
な
お
、『
千
葉
県
の
歴
史　

資
料
編　

中

世
5
』
の
「
記
録
典
籍
」
及
び
『
千
葉
県
の
歴
史　

別
編　

年
表
』
も

参
考
に
し
た
。

（
27
） 

石
渡
洋
平
「
戦
国
期
下
総
海
上
氏
の
展
開
と
動
向
」（『
駒
沢
史
学
』
八
三
号
、

二
〇
一
四
年
）。

（
28
）
外
山
信
司
「「
原
文
書
」
と
戦
国
期
の
海
上
氏
に
つ
い
て
」（
前
掲
）

（
29
） 

室
町
・
戦
国
時
代
の
南
常
陸
と
東
下
総
の
領
主
層
の
政
治
的
・
軍
事
的

関
係
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
博
信
「
常
総
地
域
史
の
展
開
と
構
造
」（
前
掲
）

が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

（
30
） 「
千
葉
大
系
図
」
の
胤
富
の
注
記
に
は
、「
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）、
謙
信

関
宿
を
攻
め
る
。
同
四
年
謙
信
小
田
原
合
戦
、
胤
富
援
兵
を
出
し
勝
を

得
る
。
同
時
臼
井
・
小
弓
両
城
、
里
見
義
弘
の
た
め
に
城
陥
、
胤
富
自

発
し
悉
く
里
見
の
勢
を
討
ち
、
攻
め
て
両
城
を
取
る
。
又
多
兵
を
し
て

佐
竹
の
勢
に
向
か
わ
し
む
。
同
七
年
（
一
五
六
四
）
正
月
、
北
条
氏
康
・

氏
政
、里
見
義
弘
・
太
田
三
楽
と
国
府
台
に
合
戦
す
。胤
富
進
発
し
、討
っ

て
之
を
敗
る
。
同
三
月
、
謙
信
臼
井
城
を
攻
め
る
。
胤
富
対
陣
し
、
悉

く
之
を
討
つ
。
同
九
年
（
一
五
六
六
）
三
月
、
ま
た
謙
信
・
結
城
晴
朝
多

兵
を
率
い
て
臼
井
に
襲
来
す
。
胤
富
出
張
突
戦
し
、
敵
敗
退
。
同
十
二
年
、

信
玄
氏
康
と
対
陣
す
。
胤
富
出
馬
し
、
四
月
に
及
び
帰
陣
す
。」
と
あ
る
。

（
31
）
外
山
信
司
「「
原
文
書
」
に
見
る
森
山
城
」（
前
掲
） 

（
32
）
滝
川
恒
昭
「
戦
国
期
房
総
に
お
け
る
流
通
商
人
の
存
在
形
態
」（
前
掲
）

（
33
）『
戦
国
遺
文　

房
総
編
』
第
二
巻
一
〇
二
四
号
（
香
取
新
福
寺
文
書
）

（
34
） 『
千
葉
県
史
料　

中
世
編　

諸
家
文
書
補
遺
』
の
編
者
は
、
石
毛
大
和
守

（
定
幹
）
が
出
家
後
の
永
禄
十
一
年
九
月
ま
で
に
は
還
俗
し
た
と
し
て
い

る
。
そ
の
根
拠
は
差
出
人
の
千
葉
胤
富
の
花
押
形
の
微
細
な
変
化
に
あ

る
が
、
石
毛
定
幹
は
永
禄
八
年
四
月
二
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
日
の
間

に
出
家
し
、
出
家
以
前
が
「
大
和
守
」
で
、
出
家
後
が
「
大
和
入
道
」
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と
称
し
た
こ
と
で
矛
盾
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
。
も
ち

ろ
ん
、
右
編
者
の
年
代
推
定
は
、
花
押
形
以
外
に
も
各
文
書
の
内
容
と

当
該
期
の
政
治
的
・
軍
事
的
状
況
な
ど
も
十
分
に
踏
ま
え
た
う
え
で
の

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
つ
の
仮
説
と
し
て
石
毛
大
和
入
道
は
還
俗
し
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
定
で
「
永
禄
七
年
香
取
内
海
の
海
戦
」

を
位
置
付
け
て
み
た
。
先
学
の
ご
批
判
を
た
ま
わ
り
た
い
。

（
35
） 

外
山
信
司
「「
千
葉
胤
富
条
書
」
に
つ
い
て
」（
前
掲
）
は
、
常
陸
に
移
っ

た
海
上
宮
内
大
輔
と
下
総
の
海
上
蔵
人
と
の
対
立
を
前
提
に
理
解
す
べ

き
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
、
石
渡
洋
平
「
戦
国
期
下
総
海
上
氏
の
展

開
と
動
向
」（
前
掲
）
は
、「
海
上
宮
内
太
輔
」「
宮
内
太
輔
」
を
「
宮
内

兵
衛
」
と
読
む
べ
き
と
す
る
が
、「
太
（
大
）
輔
」
と
読
む
『
千
葉
県
史

料　

中
世
編　

諸
家
文
書
補
遺
』
の
釈
文
に
し
た
が
っ
た
。
な
お
、『
戦

国
遺
文　

房
総
編
』
第
二
巻
一
二
五
四
号
も
石
渡
と
同
様
に
「
宮
内
兵

衛
」
と
し
て
い
る
。

（
36
） 

簗
田
氏
に
よ
る
関
宿
支
配
と
関
宿
か
ら
佐
倉
ま
で
の
「
常
陸
川
水
系
」

の
河
川
交
通
の
具
体
像
に
つ
い
て
は
、
阿
部
浩
一
「
戦
国
期
関
東
の
二

大
水
系
と
伝
馬
・
宿
」（
同
『
戦
国
期
の
徳
政
と
地
域
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
一
年
。
初
出
一
九
九
五
年
）
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
早
く
に
は
、

小
笠
原
長
和
「
東
国
史
の
舞
台
と
し
て
の
利
根
川
・
常
陸
川
水
脈
」（
前

掲
『
中
世
房
総
の
政
治
と
文
化
』
所
収
。
初
出
一
九
八
〇
年
）
が
あ
っ
た
。

（
37
） http://www.tcs-net.ne.jp/~ham

ataku/kom
onjyo.htm

l

（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
濱
宅

資
料
館
「
宮
本
茶
村
考
証
古
文
書
」）
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
よ
り
釈
文
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
者
に
御
礼
申
し
あ
げ
る
。

（
38
） 

す
で
に
、
佐
藤
博
信
「
常
総
地
域
史
の
展
開
と
構
造
」（
前
掲
）
は
、
常

陸
鹿
島
の
額
賀
幹
勝
が
大
船
津
の
藤
枝
氏
の
商
船
を
「
判
□

（
物
ヵ
）船
」
＝
御

用
船
と
認
め
た
も
の
と
し
て
い
る
。

（
39
）
鈴
木
哲
雄
「
鬼
怒
川
＝
香
取
内
海
の
地
域
世
界
」（
前
掲
）

受
領
日　

二
〇
二
二
年
九
月
二
〇
日

受
理
日　

二
〇
二
二
年
一
一
月
二
日
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海上千葉氏と香取内海




